
（平成２２年１１月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 16 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 71 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 46 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 2948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年８月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 46 年１月から同年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 39 年＊月ごろＡ区役所で国民年金の加入手

続を行い、申立期間①の国民年金保険料をまとめて自分で納付した。申

立期間②の保険料は、Ｂ市役所で納付書により納付したはずであり、未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人は申立期間②前後の期間の国民年金保険

料は納付済みであり、申立期間②以降 60 歳に到達するまで保険料を完納し

ていることが確認でき、申立期間②は３か月と短期間であることを考え合

わせると、申立人は申立期間②の保険料を納付していたと考えるのが自然

である。 

   一方、申立人は、昭和 39 年＊月ごろＡ区役所で国民年金の加入手続を行

い、保険料をまとめて納付したと申述しているところ、申立人の国民年金

手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録の申立

期間①直後の保険料の納付日から、40 年８月から同年 11 月ごろに払い出

されたことが確認できるが、申立人は、払出時点において過年度納付とな

る申立期間①の保険料をさかのぼって納付したかどうか覚えていないと申

述しており、申立期間①に係る保険料の納付状況は不明である。 

   また、被保険者台帳によると、申立期間①については保険料の徴収権が

時効により消滅したことを示す「時効消滅」の印が押されていることが確

認でき、「時効消滅」表示がされていることにつき、申立期間①は時効到来



まで未納期間であったことが推認されることから、申立人が申立期間①の

保険料を納付したとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 2949（事案 1251 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から 53 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 10 月から 53 年３月まで 

    私の国民年金については、昭和 54 年２月ごろ、夫が市役所で夫婦二人

の国民年金の加入手続を行った。その際、市の職員から国民年金保険料

の納付年数が足りないのでまとめて納付するように言われ、夫婦二人分

で14万円か15万円ぐらいの保険料を分割して納付したにもかかわらず、

申立期間が未納とされていることは納得できない。特に夫の保険料は 52

年１月から納付済みとされているが、私は同期間が未納とされているの

で、再審議して記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、国民年金の加入手続

及び申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付し

たとする申立人の夫は、当時の納付状況についての記憶が定かでないこと、

ⅱ）申立人は、申立人の夫が申立期間の保険料を分割して納付したと主張

しているが、国民年金被保険者台帳によると、申立人の夫は昭和 52 年１月

から 53 年６月までの過年度分の保険料を分割納付していることが確認で

きること、ⅲ）夫婦二人分の申立期間の保険料を第３回目の特例納付によ

り納付したとすると、法定保険料額は 264 か月で 105 万 6,000 円となり、

申立人の夫が納付したと主張する 14 万円か 15 万円ぐらいの金額とは差異

が大きいことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年４

月 24 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回の再申立てにおいて、申立人は、昭和 54 年２月ごろ申立人の夫が市

役所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行ったと申述しているところ、申



立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、夫婦が所持する年金手帳に記

載された交付日から同年２月に夫婦連番で払い出されていることが確認で

き、払出時点において、申立期間のうち 52 年１月から 53 年３月までの期

間は保険料を納付することが可能な期間である。 

   また、申立人は、保険料を夫婦二人分で 14 万円か 15 万円ぐらいの金額

を分割して納付したと申述しているところ、昭和 52 年１月から 54 年３月

までの保険料の合計額は約６万 3,000 円であり、同期間の保険料を夫婦一

緒に納付したとする合計額は約 12 万 6,000 円となることから、申立人の申

述する納付額におおむね一致する。 

   さらに、申立人は、保険料は夫婦一緒に納付していたと主張していると

ころ、国民年金被保険者台帳によると、申立人の夫は、昭和 52 年１月から

53 年３月までの期間の保険料を過年度納付していることが確認できるこ

とから、申立人は、申立期間のうち 52 年１月から 53 年３月までの期間の

保険料は、その夫と共に過年度納付していたと考えても特段不自然ではな

い。 

   一方、申立期間のうち昭和 52 年１月以前の期間については、国民年金手

帳記号番号が払い出された 54 年２月時点において、時効により納付できな

い期間である上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調

査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年１月から 53 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 2950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月 

    私は、昭和 47 年４月から納付した国民年金保険料の領収書を保管して

いる。ねんきん特別便を見ると同年４月の保険料が納付済みとされてお

らず、未加入で未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金手帳において、申立人は昭和 47 年５月 22 日

に国民年金に任意加入により、資格を取得していることが確認でき、当該

資格取得日はオンライン記録とも一致することから加入手続前である申立

期間は国民年金に未加入の期間であり、国民年金保険料を納付することが

できない期間であるところ、申立人が所持する納付書兼預り書により､申立

人は、同年８月９日に、申立期間を含む同年４月から同年６月までの保険

料を納付していることが確認できる。 

   また、社会保険事務所（当時）は、申立人が申立期間において国民年金

に任意加入した記録が無いことを理由として、平成 21 年８月に申立期間の

保険料の還付を決定しているが、申立人は還付請求書を提出しておらず、

当該保険料が還付された事実は認められないことから、長期間国庫歳入金

として扱われていたことは明らかであり、申立期間が被保険者期間でない

ことを理由として保険料の納付を認めないことは信義則に反するものと考

えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成元年９月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年 12 月から 52 年３月まで 

             ② 昭和 59 年７月から同年９月まで 

             ③ 平成元年４月 

             ④ 平成元年９月 

             ⑤ 平成２年４月から４年３月まで 

    私は、昭和 44 年７月に結婚をして、妻の住所変更手続のためＡ市役所

に妻と一緒に出向いた際、夫婦二人分の国民年金の加入手続を強制的に

させられた。加入手続及び国民年金保険料の納付は妻に一任しており関

与していないが、妻は夫婦二人分の保険料を納付し、納付が困難なとき

には免除の申請手続を行っていたので、申立期間が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間④については、１か月と短期間であり、その前後の期間は納

付済みである上、国民年金保険料を一緒に納付していたとする申立人の

妻が納付済みと記録されていることから、申立人の保険料についても納

付していたと考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人は婚姻した昭和 44 年７月ごろ申立人の

妻がＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したと主張し

ているが、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金の記号

番号は、52 年４月 12 日に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出さ

れた記号番号の一つであり、前後の任意加入者の資格取得日から、申立

人の国民年金の加入手続は同年６月に行われたものと推認され、この時

点では、申立期間①のうち 50 年３月以前の期間は時効により保険料を納



付することはできない。 

    また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与して

いなかったと述べている上、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の

納付に関与したとする申立人の妻は、記憶が不鮮明なため申立期間①の

保険料の納付状況等は不明である。 

    加えて、申立期間①は 112 か月と長期間である上、保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間①の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

 

  ３ 申立期間②、③及び⑤については、夫婦二人分の保険料を納付したと

する申立人の妻の記憶が不鮮明なため、申立期間の納付状況等が不明で

ある上、申立人の妻もいずれの期間についても未納と記録されている。 

    また、申立期間②については、申立人が関連資料として提出した昭和

59 年確定申告書控に、国民年金保険料 10 万 8,000 円と記載されている

が、オンライン記録では、申立人夫婦の 58 年 10 月から同年 12 月までの

保険料が 59 年４月に納付されていること、同年１月から同年６月までの

保険料が 61 年３月以降に過年度納付されていること、及び 59 年 10 月以

降は申請免除期間であることから、確定申告書控に記載された社会保険

料控除額は納付状況からみて不自然であり、申立期間②の国民年金保険

料の納付を推認することはできない。 

    さらに、申立期間③については、申立期間③前の平成元年１月から同

年３月までの保険料が３年４月２日に納付された後、申立期間③後の元

年５月及び同年６月の保険料が３年６月５日に過年度納付されており、

この時点では、元年４月の保険料は時効により納付できなかったことが

うかがえる。 

    加えて、申立期間③及び⑤について、平成２年分から４年分確定申告

書には、国民年金保険料としての記載額が無く、社会保険料控除額には

国民健康保険料を記載したものと推認される上、申立期間③及び⑤の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、預金通帳等）は無く、

ほかに申立期間③及び⑤の保険料を納付していたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成元年９月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの期間及び同年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 53 年４月から同年６月まで 

    私の申立期間①の国民年金保険料については、社会保険事務所（当時）

の記録では還付されているとのことだが、還付金を請求したことも受け

取ったこともない。 

    また、申立期間②は未納とされているが、私は申立期間の保険料を納

付した領収証書を持っており、申立期間が未納とされていることは納得

できない。 

    申立期間①及び②を納付済みとして認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の保管している領収証書に昭和 55 年５

月 13 日の領収印が押されており、同年４月 30 日の納付期限を過ぎてい

るため還付決議されているが、この時点において、53 年４月及び同年５

月の未納期間は納付期限が到来しておらず、本来、当該期間に還付・充

当処理が行われるべきところ、充当処理がなされていない上、申立人が

55 年８月に納付した 53 年４月から同年６月までの期間及び 55 年 12 月

に納付した 53 年７月から同年９月までの期間については、納付期限を過

ぎて収納されており、この国民年金保険料をほかの期間に充当したと思

われる事務処理が行われているが、特殊台帳に本来記載されるべき充当

に係る事務処理の内訳が記載されておらず、その事務処理が明確ではな

く、行政の記録管理に不手際が見受けられる。 

    また、申立人は、昭和 54 年 10 月に国民年金の加入手続を行い、さか



のぼって納付可能な期間を納付していることから、還付された場合には

記憶しているのが通常であり、還付が行われたという記憶は無いという

申立てに不自然さはないことから当該期間は還付されていないと考える

のが自然である。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人の保管している領収証書に昭和 55 年８

月 12 日の領収印が押されており、同年７月 31 日の納付期限を過ぎて収

納されていることから、この保険料をほかの期間に充当したと思われる

事務処理が行われているが、特殊台帳に本来記載されるべき充当に係る

事務処理の内訳が記載されていない上、社会保険事務所は申立人の記録

照会に対し、還付していないことを認めて平成 21 年９月 18 日に時効後

納付を理由に還付決議を行っている事を踏まえると、当時の事務処理に

不手際があったことが見受けられる。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2953 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成３年４月から同年５月までの期間及び

同年８月の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から同年５月まで 

             ② 平成３年８月 

             ③ 平成４年３月から５年４月まで 

    私は、大学在学中の昭和 63 年に結婚し、アルバイトで生計を立ててい

た。国民年金の加入手続は、結婚後４年を経過した平成４年４月ごろＡ

市の窓口で行い、３年４月１日に 遡
さかのぼ

って加入した。５年５月に就職し

厚生年金保険に加入するまでの 25 か月間は、妻と一緒に国民年金保険料

をすべて納付し、申請免除期間も追納しているはずであり、申立期間①

及び②が未納、申立期間③が免除期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年５月末日に払い出され、

学生が強制適用となった３年４月１日に遡って国民年金の被保険者資格

を取得していることが確認でき、この時点で申立期間①及び②は国民年

金保険料の過年度納付が可能な期間である。 

    また、申立期間①は資格取得当初の２か月で、その直後の２か月は過

年度納付しており、申立期間②は過年度納付済期間に挟まれた１か月と

それぞれ短期間であることから、申立期間①及び②は納付していたもの

と考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間③の全額免除期間については、申立人が就職後に全額追納し

たと申述しているところ、申立人及びその妻は、免除期間に係る追納申

出の手続、納付場所、追納金額等についての記憶が不鮮明であり、保険



料の追納状況が不明である。 

    また、申立期間③に係る全額免除期間の申請日及び該当日については、

オンライン記録及びＡ市の被保険者名簿から確認はできるものの、追納

の申出及び保険料の追納状況については確認できない。 

    さらに、申立人が申立期間③の保険料を追納していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間③の保険料を追

納していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成３年４月から同年５月までの期間及び同年８月の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2954 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年５月から４年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月から４年３月まで 

    私が 20 歳になったとき、親と国民年金保険料の集金人との会話の中で、

「20 歳になったのだから国民年金に加入した方が良い。」との話になり、

私は国民年金の加入手続を行い、私と両親の３人分の保険料を納付して

いたのに申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 11 か月と短期間であり、申立人は申立期間後に未納は無く、

一緒に国民年金保険料を納付していたとする両親も申立期間の保険料は納

付済みである。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行った平成４年６月 18 日の時点で、

申立期間の保険料を過年度納付することは可能である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年８月から 40 年５月まで 

             ② 昭和 41 年８月から 42 年６月まで 

             ③ 昭和 51 年１月から同年３月まで 

    私は家業を手伝うため昭和 36 年７月に実家で家族と同居したときに、

母が私の国民年金の加入手続を行ってくれ、集金人に国民年金保険料を

納付してくれていた。私の母は、47 年にＡ市役所（現在は、Ｂ市役所）

の年金課から国民年金の加入履歴の確認があり、母がＣ市で集金人に納

付していた領収証書を提出したところ、Ａ市の収受印のある領収証書と

交換され納付記録が認められたにも関わらず、同様に母が加入手続を行

い、保険料を納付してくれていたはずの私の申立期間の保険料が未納及

び未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③については、国民年金被保険者名簿に納付を示すと思われる

印があり、その左右には日付及び金額の記載も確認でき、前後の期間の国

民年金保険料は納付済みである上、３か月と短期間であることから申立期

間③の保険料は納付していたものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①及び②については、申立人の国民年金の加入手続及び

保険料の納付をしてくれていた申立人の母は、申立人が国民年金に加入す

る以前から集金人に自分の保険料を納付していたが、Ａ市への転居後に加

入記録が無いと言われたため、Ｃ市の集金人から渡されていた領収証書を

見せたところ、Ａ市役所で新しい領収書証に交換され、納付記録と認めら

れたにも関わらず、申立人の国民年金は未加入のままであると申述してい

るところ、申立人から提出された申立人の母の領収証書の領収日付印はＤ

郵便局のものであり、記載されている金額も第１回特例納付制度実施時の



保険料月額を納付対象期間に乗じたものと一致していることから、昭和 36

年４月から 40年３月までの保険料を 47年６月 15日に納付した第１回特例

納付の領収書証であると考えられる。 

   また、申立期間①及び②は、申立人の所持する国民年金手帳の記載、被

保険者名簿及び特殊台帳では未加入の期間とされており、オンライン記録

と一致していることから、制度上、保険料を納付することができない期間

である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



千葉厚生年金 事案 2641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、平成５年９月１日であると認めら

れることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、平成４年６月から同年９月

までは 30 万円、同年 10 月から５年８月までは９万 8,000 円とすることが

妥当である。 

   また、申立期間のうち、平成３年８月１日から４年６月 30 日までの期

間については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額を 30 万円と訂正することが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（上記訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年６月 30 日から５年９月１日まで 

             ② 平成３年８月１日から５年９月１日まで 

    私は、申立期間①についてはＡ社に継続して勤務していたのに、厚生

年金保険の被保険者資格喪失日が平成４年６月 30 日になっていること

は納得できない。 

    また、同社における申立期間②の標準報酬月額が、当時の給与額から

みて非常に低くなっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、雇用保険の加入記録により、申立人は、Ａ社

に継続して勤務していたことが認められる。 

    また、オンライン記録によると、Ａ社は、平成５年９月 20 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっているところ、申立人の厚生年金保険



の被保険者記録は、その６か月後の６年３月 18 日付けで、申立人の４

年 10 月の定時決定の記録が取り消され、資格喪失日が同年６月 30 日と

して遡及
そきゅう

訂正されていることが確認できる上、元同僚 21 名にも申立人

と同様の遡及訂正処理がされており、かつ、当該遡及訂正処理前の記録

から、同日時点において、同社が適用事業所の要件を満たしていたと認

められることから、社会保険事務所（当時）において、このような処理

を行うべき合理的理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人の資格喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、申立人が主張すると

おり平成５年９月１日であると認められる。 

    なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の訂正前の社会

保険事務所の記録から、平成４年６月から同年９月までは 30 万円、同

年 10 月から５年８月までは９万 8,000 円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録によると、申立人の標準報酬

月額は、当初、平成３年８月から４年９月までは 30 万円、同年 10 月か

ら５年８月までは９万 8,000 円と記録されていたところ、４年３月７日

付けで、３年８月から４年５月までが９万 8,000 円に減額処理がされて

いることが確認できる上、元同僚 18 名にも申立人と同様、同日に標準

報酬月額の減額処理がされていることが確認できる。 

    しかし、当該元同僚 18 名のうち、１名については、その給与明細書

により、当初、記録されていた標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが確認できたことから、申立

人についても、当初、記録されていた標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと推認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、平成３

年８月１日から４年６月 30 日までについては、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間の標準報酬月額を 30 万円に訂正す

ることが必要である。 

    なお、申立人に係る当該期間の保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主が実際の給与より低い報酬月額を社会保険事務所に

届け出たことが推認できることから、その結果、社会保険事務所は、標

準報酬月額（30 万円）に見合う保険料に基づく告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立期間②のうち、平成４年 10 月１日から５年９月１日まで

の標準報酬月額については、申立人と同様に引下げ処理が行われた元同

僚の給与明細書により、４年 10 月１日からは、30 万円から９万 8,000



円に引き下げられた標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されて

いたことが確認できたことから、申立人についても、申立期間①で設定

したとおり、９万 8,000 円に基づく厚生年金保険料が事業主により給与

から控除されていたと推認される。 

    このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間において、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

    なお、申立期間②のうち、平成４年６月 30 日から同年 10 月１日まで

の標準報酬月額については、申立期間①で設定したとおり、30 万円と

することが妥当である。



千葉厚生年金 事案 2642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月１日から 44 年５月１日まで 

    私は、Ａ社で加入していた厚生年金保険について、脱退手当金が支給

されていると社会保険事務所（当時）から知らされたが、同社の経理と

社会保険関係の事務は私自身が担当しており、自分で脱退手当金を請求

した覚えもなければ、受け取った覚えもないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格

喪失日から約１年後の昭和 45 年４月 15 日に支給決定されている上、当時

の同僚は、自分で脱退手当金の請求を行ったと証言していることを踏まえ

ると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被

保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となってお

り、申立人が２回の被保険者期間のうち、申立期間のみを請求し、約１年

ある最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は昭和 19 年４月 15

日、資格喪失日は 20 年９月１日であると認められることから、当該期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、20 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年４月 15 日から 20 年 11 月１日まで 

    私の夫は、Ａ社に昭和 19 年４月に入社し、20 年 10 月末日まで勤務

していたのに、同期間の厚生年金保険の記録が無いことは納得できない

ので、記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る年金手帳記号番号払出簿及び厚生年金保険被保険者台帳

（以下「旧台帳」という。）の記録により、申立人がＡ社において、昭和

19 年４月 15 日に労働者年金保険の被保険者資格を取得していることが確

認できるが、旧台帳に当該事業所における資格喪失日の記載が無いことか

ら、当該記録は、申立人の基礎年金番号に統合されていない。 

   また、日本年金機構Ｃ事務センターは、「Ａ社を管轄していたＤ社会保

険事務所（当時）が保管する被保険者名簿の大部分が戦災により焼失した

ため、現存する払出簿及び被保険者名簿は、旧台帳を基に戦後に作り直し

たものである。」と回答していることから、当該事業所に係る被保険者名

簿が焼失した可能性を否定できない。 

   さらに、申立人の妻は、「申立人は、戦災でＡ社のＥ工場が焼失した後、

会社から同社Ｆ工場に疎開するよう言われ、終戦後の昭和 20 年 10 月末日



にＦ工場で退職したと聞いている。」と供述しているところ、当該事業所

で 18 年４月１日に資格取得し、20 年６月１日に資格喪失している元同僚

は「Ｅ工場が焼失した後、若い人たちを中心にＦ工場に移るように言われ、

私もＦ工場に疎開し、そこで退職した。」と供述しており、Ｆ工場に異動

した者についても、Ｅ工場における被保険者資格を継続させる取扱いであ

ったことがうかがえる。 

   一方、申立人の資格喪失日については、Ｂ社が提出した同社の社史にお

いて、昭和 20 年８月 15 日の終戦後、各工場では軍需工場としての生産を

即日停止し、Ｆ工場は同年８月末日にいったん閉鎖したと記載されている

ことから、同年９月１日とすることが妥当である。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年４月 15 日

に労働者年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対

して行ったことが認められ、かつ、申立人の当該事業所における厚生年金

保険被保険者資格喪失日は 20 年９月１日とすることが妥当である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人の厚生年金保険被保

険者台帳の昭和 19 年４月の記録から 20 円とすることが妥当である。



千葉厚生年金 事案 2644 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を平成４年１月から５年９月までは 26 万円、

同年 10 月は 28 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から５年 11 月１日まで 

    厚生労働省の記録では、平成４年１月から５年 10 月までの私の標準

報酬月額が９万 8,000 円にさかのぼって減額訂正されているが、当時、

私はＡ社の役員でもなく、社会保険関係の事務手続に関与する立場でも

なかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成５年 11 月 17 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、オンライン記録により、その約２か月後の６年１月 13 日付

けで、申立人の標準報酬月額の記録が４年１月から５年９月までの期間に

ついては 26 万円から、同年 10 月については 28 万円から、それぞれ９万

8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できるが、申立人の雇用保

険の記録における当該事業所に係る離職時の賃金日額は、9,555 円であり、

月額換算すると遡及訂正前の標準報酬月額にほぼ一致する。 

   また、当時申立人が加入していたＢ健康保険組合が保管する健康保険記

録についても、平成４年及び５年算定時の標準報酬月額は、遡及訂正前の

標準報酬月額と一致していることが確認できることから、社会保険事務所

において、遡及訂正処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

   さらに、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により役員でないことが確認

でき、雇用保険にも加入していることから、従業員という立場であり、当

該標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成４年１月から５年９月までは 26 万

円、同年 10 月は 28 万円と訂正することが必要である。



千葉厚生年金 事案 2645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に

おける資格取得日に係る記録を平成５年８月１日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を 44 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から６年４月１日まで 

    私は、平成５年８月１日にＡ社にＣ営業所長として入社し、10 年９

月末日に役員で退社した。同社における厚生年金保険の被保険者資格取

得日が６年４月１日となっており、申立期間が厚生年金保険の被保険者

とされていないことは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、「現在残っている重役のメモや当時の組織図等から、申立人が

申立期間に勤務していたことが確認できる。」と回答していることから、

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことが推認できる。 

   また、申立期間当時、経理及び社会保険の担当であった者は、「Ａ社で

は、勤怠管理はパソコンで行っており、給与明細書も同様にパソコンで管

理していたことから、入社したときから厚生年金保険料は給与から控除さ

れていたと思う。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

６年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、44 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに



ついては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ事

業所）における資格取得日に係る記録を昭和 31 年３月１日に、資格喪失

日に係る記録を同年５月１日にそれぞれ訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年 12 月１日から 23 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 31 年３月１日から５月１日まで 

    私は、Ｃ社（現在は、Ｄ社）に昭和 22 年 10 月１日から同年 11 月 30

日まで勤務し、同年 12 月１日からは関連会社であるＥ社に引き続き勤

務し、31 年３月１日からはＡ事業所に勤務しているにもかかわらず、

申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者記録が無いので調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、Ｂ事業所から提出された申立人の人事記録に

おいては、申立人が昭和 31 年３月 1 日にＡ事業所に職員として採用さ

れたと記載されていることから、申立人が申立期間②においてＡ事業所

に勤務していたことが確認できる。 

    また、元同僚は、「Ａ事業所は、当時は特殊法人で、職員は公務員に

準ずるとされていて、正規の職員であれば、当然社会保険に加入してい

る。」と供述している上、当該元同僚が保管する自身の人事記録により、

昭和 31 年４月１日に職員として採用されたことが確認できるところ、

Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、採用日と

同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できるこ



とから、当該事業所においては、職員は採用と同時に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していたことがうかがえる。 

    さらに、人事記録によると、申立人は、昭和 31 年４月 21 日にＡ事業

所Ｆ支所に転勤しているが、同支所が厚生年金保険の新規適用事業所と

なったのは同年５月１日であることから、同日まではＡ事業所における

厚生年金保険の被保険者資格が継続していたものと考えるのが妥当であ

る。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所Ｆ支所

における昭和 31 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万

8,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿における健

康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人に係る社会保険事務所

の記録が失われたことは考えられない上、被保険者資格の取得及び喪失

のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る届出を記録し

ていないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 31 年３月及び同年４月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間①については、申立人は、「Ｃ社から、関連会社であ

るＥ社に引き続き勤務した。」と供述しているところ、Ｄ社が提出した

社史には、「昭和 21 年７月にＧ（作業）のために、当社の職員及び作

業員約 200 名を派遣した。22 年 12 月に職業安定法が施行されたことに

より、労務の提供が禁止されたので、この業務はＥ社の直営業務とされ、

作業員をそのまま同社に引き継いだ。」と記載されており、申立人の供

述と符合していることから、申立人が申立期間①において、Ｅ社に勤務

していたことは推認できる。 

    しかしながら、Ｅ社は、昭和 22 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっているところ、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人と同じく 23 年 11 月１日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得した者は 392 人いる上、申立人が氏名を挙げた当時の上司である

課長は同年８月１日に、元同僚は同年９月 15 日にそれぞれ資格取得し

ていることから、同社では、必ずしも新規適用時から全従業員を厚生年

金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 



    また、申立人が記憶している別の元同僚は、Ｃ社における被保険者資

格を昭和 22 年 12 月１日に喪失し、Ｅ社における被保険者資格を 23 年

11 月１日に取得しており、申立人と同じく申立期間①は厚生年金保険

の被保険者となっていない。 

    さらに、Ｅ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主の所在は不明で、賃金台帳等の関連資料の所在も不明であること

から、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険の適用状

況について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格取得日は昭和 26 年９月１日、資格喪失日は

同年９月 10 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年９月１日から同年９月 10 日まで 

             ② 昭和 29 年４月 10 日から同年 11 月 10 日まで 

    私は、申立期間①については、Ｂ区ＣにあったＡ社に勤務しており、

また、申立期間②については、Ｄ社に９か月ぐらい勤務していたはずで

あり、申立期間が厚生年金保険の被保険者となっていないことは納得で

きないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の具体的な記憶及び申立人が氏名を挙げ

た元同僚の氏名がＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確

認できることから、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

    また、当該事業所に係る上記被保険者名簿において、申立人と氏名、

生年月日及び厚生年金保険被保険者記号番号が一致する昭和 26 年９月

１日資格取得、同年９月 10 日資格喪失の基礎年金番号に未統合の被保

険者記録が確認できる。 

    これらのことから判断すると、事業主は、申立人が昭和 26 年９月１

日に被保険者資格を取得し、同年９月 10 日に資格喪失した旨の届出を

社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる。 

    なお、当該期間の標準報酬月額については、被保険者名簿の昭和 26

年９月の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 



 

  ２ 申立期間②については、Ｄ社は、昭和 24 年９月１日に厚生年金保険

の新規適用事業所となっており、29 年７月 29 日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっていることから、申立期間②のうち同年７月 30 日以

降は厚生年金保険の適用事業所ではない。 

    また、Ｄ社の元同僚 14 名を調査し、連絡の取れた２名は、申立人を

覚えていたがいずれも申立人の具体的な勤務期間についてまでは記憶し

ておらず、申立期間②における勤務実態について証言を得ることができ

ない。 

    さらに、申立人と同じく昭和 29 年１月６日に資格取得し、同年４月

10 日に資格喪失している元同僚は、「私の 29 年４月 10 日の資格喪失

日は合っていると思う。私の退職した２か月から３か月後に会社は倒産

した。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 41 年１月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年６月 1 日から 41 年１月 21 日まで 

    私は、昭和 38 年４月１日から平成 17 年９月 30 日まで、Ａ社及びそ

の関連子会社等に継続して勤務した。昭和 40 年６月１日から 41 年１月

21 日までの期間について、厚生年金保険に未加入とされているが、当

時は同社本社のＢ（部門）に在籍していたと思うので記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する従業員名簿、雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の証

言から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｃ

事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、異動日については、申立人は、「申立期間においてＡ社本社のＢ

（部門）に所属していた。」と供述していることから、同社Ｃ事業所での

資格取得日に合わせ、昭和 41 年１月 21 日とすることが妥当である。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 40 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料



及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年６月 10 日から 42 年 12 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

39 年６月 10 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年６月から 40 年

７月までは１万 4,000 円、同年８月から 41 年７月までは２万円、同年８

月から 42 年９月までは３万 6,000 円、同年 10 月及び同年 11 月は３万

9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年７月１日から 42 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 38 年３月にＢ社を辞めた後、当時既に結婚して長男もお

り、遊んでいるわけにもいかなかったので、すぐにＡ社に入社した。Ａ

社では入社当初、２、３か月の見習い期間があったと思うので、38 年

７月には厚生年金保険に加入したと思うのだが、42 年 12 月に加入とな

っていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する社員名簿により、昭和 38 年３月４日に申立人が当該事

業所にＣ（職種）として入社したことが確認できる。 

   また、社会保険事務を担当していた元同僚は、当時の社会保険等の取扱

いについて、「正社員になると、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の３

保険に同時に加入させていた。」と証言しているところ、申立人の当該事

業所での雇用保険は、申立期間中の昭和 39 年６月 10 日に資格を取得して

いることから、申立人は、この時点で正社員になったことが推認できる。 

   さらに、申立人が記憶している元同僚のうち、申立人と同種の業務に従

事していた者の厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格取得日が、雇用



保険の資格取得日と一致していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年

６月 10 日から 42 年 12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同種の業務に従事

した元同僚の被保険者記録から、昭和 39 年６月から 40 年７月までは１万

4,000 円、同年８月から 41 年７月までは２万円、同年８月から 42 年９月

までは３万 6,000 円、同年 10 月及び同年 11 月は３万 9,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出され

た場合には、その後、被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会があっ

たこととなるが、いずれの機会においても、社会保険事務所（当時）が当

該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務

所へ資格の取得に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 39 年６月から 42 年 11 月までの期間に係る保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、雇用保険の記録が無い昭和 38 年７月１日から

39 年６月 10 日までの期間については、当該事業所で社会保険事務を担当

していた元同僚が、「正社員になると、雇用保険、健康保険、厚生年金保

険に加入させていた。」と証言していることから、申立人が雇用保険に加

入し、正社員となった同年６月 10 日以前については、当該事業所は、申

立人を厚生年金保険に加入させていなかったと考えられる。 

   このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 40 年２月１日であると認め

られることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年８月 21 日から同年９月２

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を同年８月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万 6,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間のうち、昭和 38 年８月 21 日か

ら同年９月２日までの期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月 21 日から同年９月２日まで 

             ② 昭和 40 年１月 31 日から同年２月１日まで 

    私は、Ｂ社からＡ社に出向し、同社に昭和 38 年８月 21 日から 40 年

１月 31 日まで勤務していたのに、同社における厚生年金保険の被保険

者記録は 38 年９月２日資格取得、40 年１月 31 日資格喪失となってい

る。申立期間においても継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控

除されていたので、38 年８月及び 40 年１月の厚生年金保険の被保険者

記録が欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、元同僚の証言により、申立人がＡ社に継続し

て勤務していたことが推認できる。 

    また、オンライン記録では、申立人の当該事業所における資格喪失日

は当初、昭和 40 年２月１日と記録されていたところ、当該事業所が厚



生年金保険の適用事業所でなくなった日（40 年１月 31 日）より後の 40

年４月７日付けで、当初の資格喪失日の記録が取り消され、同年１月

31 日に遡及
そきゅう

訂正されていることが確認できる。 

    さらに、オンライン記録において、昭和 40 年４月７日付けで同年１

月 31 日を資格喪失日とする遡及訂正が行われている者が、申立人を含

め 20 人確認できる上、当該訂正処理前の記録から、同日においてＡ社

が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、適用

事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 40 年１月 31 日

に被保険者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立

人の資格喪失日は、遡及訂正前の喪失日である同年２月１日であると認

められる。 

    なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 39 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とす

ることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間①については、複数の元同僚の証言により、申立人はＡ社に

継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、異動日については、申立人及び元同僚の供述から、昭和 38 年

８月 21 日とすることが妥当である。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 6,000 円とすることが

妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、当該事業所は既に適用事業所でなくなっており、事業主は

所在不明のため、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 10 年４月１日から 11 年３月 27 日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期

間に係る標準報酬月額を 10 年４月から同年 12 月までは 53 万円、11 年１

月及び同年２月は 44 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、平成 10 年４月から 11 年２月までの期間に係る標準報

酬月額（上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち、平成 11 年３月 27 日から同年４月１

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 44 万円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年４月１日から 11 年３月 27 日まで 

             ② 平成 11 年３月 27 日から同年４月１日まで 

    私は、Ａ社の契約社員となる際に取り交わした「覚書」での契約期間

は平成 11 年３月 22 日までであるが、延長の要請があり、同年３月末ま

で同社勤務したのに、厚生年金保険の加入記録が同年３月 27 日までと

なっていることは納得できない。 

    また、社会保険事務所（当時）の厚生年金保険料控除額に係る記録は、

同社との「覚書」において、任意に加入する場合の控除率から試算され

る保険料控除額と異なっているので、実際に控除されていた保険料控除

額に基づく記録に訂正してほしい。 

 



第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し

立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    申立期間①において、申立人から提出された平成 10 年分の所得税の

確定申告書の控及び 11 年分の支払等明細書（同年１月から同年３月

分）に基づく標準報酬月額は、事業主により社会保険事務所に届け出ら

れている標準報酬月額よりも高い額となっていることが確認できること

から、当該期間に係る標準報酬月額を 10 年４月から同年 12 月までは

53 万円、11 年１月及び同年２月は 44 万円に訂正することが妥当である。 

    なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録の標準報酬月額が長期にわたり報酬の実態と相違し

ていることから、事業主は、所得税の確定申告書の控及び支払等明細書

で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間の厚生年

金保険料（上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人から提出されたＡ社における平成 11

年分の支払等明細書（同年１月から同年３月分）から、申立人は当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平

成 11 年分の支払等明細書（同年１月から同年３月分）により、44 万円

とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、保険料を納付したか否か不明としており、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を平成６年 10 月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年 10

月は８万 6,000 円、同年 11 月は 16 万円、同年 12 月から７年１月までは

18 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10 月３日から７年２月１日まで 

    私は、Ｂ社を退職した翌日の平成６年 10 月３日にＡ社に入社し、Ｃ

店に勤務した。同年 10 月から７年１月までの期間が厚生年金被保険に

未加入となっているが、厚生年金保険料を給与から控除されているので、

記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び申立人から提出されたＡ社交付の給与支給明細

書により、申立人が同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、オンライン記録において、Ａ社は、申立期間において厚生年金保

険の適用事業所としての記録は無いが、同社は、平成２年３月６日に設立

された法人事業所であり、当時の同僚の証言及び申立人が所持する６年

10 月から７年２月の給与支給明細書から判断すると、申立期間当時、同

社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと認められる。 

   一方、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が、源泉控除して



いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの額のいずれか低い方を認定す

ることになる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出され

た給与支給明細書により、平成６年 10 月は８万 6,000 円、同年 11 月は

16 万円、同年 12 月から７年１月までは 18 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているものの、Ａ社は適用事業所でありなが

ら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められ

ることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。



千葉厚生年金 事案 2653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められるとこから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 51 年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を９万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年８月 21 日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 48 年３月 12 日にＣ社に入社し、61 年７月 21 日に同社を

退職するまで継続して勤務していたのに、途中、Ａ社に転勤したことに

なっており、転勤の際の申立期間が厚生年金保険被保険者の加入記録か

ら抜け落ちている。調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する人事異動記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、

申立人はＣ社に継続して勤務し（昭和 51 年８月 21 日に同社Ｄ工場から同

社Ｅ工場へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   一方、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の加入に関してＢ社の人事

担当部門は、「当社Ｅ工場は、子会社であるＡ社が操業していたが、申立

期間当時は当社が操業を引き継いでいた。しかし、厚生年金保険について

は、Ａ社の名義で対応したのではないか。」と証言している上、オンライ

ン記録では、Ａ社は昭和 43 年 12 月９日に健康保険厚生年金保険の事業所

整理記号がＦ県Ｄ市からＥ市へ変更されていることが確認できることから、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる 53 年９月４日まで、Ｃ社Ｅ

工場はＡ社として適用されていたと考えられる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和



51 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 2654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ本社（現在は、Ｃ社）

における資格取得日に係る記録を昭和 37 年３月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 37 年２月にＤ社Ｅ本社を退職し、同年３月１日にＡ社Ｂ

本社に入社した。厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間

が未加入の期間とされているが、雇用保険料や厚生年金保険料も当初の

給与から控除されていたと思うので、加入期間と認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された「50 年史」、雇用保険の加入記録、健康保険組

合の記録及び事業主の回答により、申立人が申立期間においてＡ社Ｂ本社

に勤務していたことが認められる。 

   また、当該事業所が加入する健康保険組合は、「申立人は昭和 37 年３

月１日に健康保険の被保険者資格を取得しており、36 年にＤ社Ｅ本社か

らＡ社Ｂ本社に転勤し、申立人と同じ 37 年９月１日に同社Ｂ本社で厚生

年金保険の被保険者資格を取得している元同僚の健康保険資格取得日は

36 年７月 25 日である。」と回答しているところ、当該元同僚の所持する

37 年１月から同年 12 月までの給与明細書では、厚生年金保険料が控除さ

れていることが確認できることから判断すると、申立人は申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により控除されていたと推認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



   また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社が保有している、申立

人の上記健康保険組合に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書」の取得時の報酬月額から、１万 8,000 円と

することが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業所

が保管し、資格取得日が昭和 37 年９月１日と記載された申立人に係る

「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知

書」及び厚生年金保険被保険者名簿から判断すると、事業主は、同日を厚

生年金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）

は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。



千葉厚生年金 事案 2655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 44 年７月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月 21 日から同年７月 10 日まで 

    私は、昭和 37 年４月１日にＡ社に入社し、途中転勤はあったものの、

平成５年１月３日に定年退職するまで継続して勤務していたが、申立期

間についての厚生年金保険の加入記録が無いので、調査して記録を回復

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、

申立人は同社に継続して勤務し（Ａ社から同社Ｂ工場管轄のＣ（部門）に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   なお、異動日について、申立人は、「私は、その当時Ｄ部部長の職に就

いており、会社から異動命令があった日に動くのが当然である。また、業

務内容が異なる部署への初めての異動であり印象強く記憶しているから、

異動日は、昭和 44 年７月 10 日で間違いない。」と供述していることから、

同日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

44 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに



ついては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出の記載に過誤があった

ことを認めていることから、事業主は社会保険事務所に対し誤った届書を

提出し、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年６月の保

険料について納付の告知を行っておらず（社会保険事務所が納付の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 2656 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたこと認められることから、Ａ社における資格取得日に係る記録を昭

和 48 年３月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 16 日から同年４月 16 日まで 

    私は、昭和 44 年３月 19 日にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社してから、

途中で辞めることなく継続して勤務していた。しかし、48 年３月 16 日

にＤ社Ｅ（部門）からＡ社Ｆ（部門）へ異動になったときの１か月分の

厚生年金保険の加入記録が欠落していることは納得できない。調査して

厚生年金保険の記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｇ企業年金基金から提出された基金加入者台帳、Ｃ社の人事記録等の事

務を行っているＨ社から提出された人事原簿等から判断すると、申立人は、

Ｃ社のグループ会社に継続して勤務し（昭和 48 年３月 16 日にＤ社からＡ

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情がないことから、行ったとは認められない。 



千葉国民年金 事案 2956 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 10 月から 50 年３月まで 

    私が 20 歳になる少し前に、市役所から職員が自宅に来て国民年金の

加入を勧められた。私は父と話を聞き、後日、父が国民年金の加入手続

をしてくれた。国民年金保険料は私が結婚した後の昭和 47 年 12 月まで

は父が、その後 50 年３月までは夫が納付していたのに未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付については、結婚した後の

昭和 47 年 12 月までは申立人の父が納付し、その後については申立人の夫

が納付していたと申述するところ、申立人は保険料の納付に関与しておら

ず、納付したとする申立人の父は既に亡くなっていることから、申立期間

のうち申立人の父が納付したとする期間の保険料の納付状況は不明である

上、その後の期間については、納付したとする申立人の夫は、保険料の納

付方法、納付金額等についての記憶が定かでないため、当該期間における

保険料の具体的な納付状況は不明である。 

   また、申立期間は 30 か月と長期間である上、申立人の父及び夫が申立

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2957（事案 858 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年１月から 41 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月から 41 年５月まで 

    私が 20 歳になったとき、私の母が国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料をＡ市役所で納付してくれていた。私の姉は 20

歳から国民年金に加入し、すべて納付済みとなっているのに、弟である

私の加入手続を行っていないとは考え難く、申立期間が未加入で未納と

されていることは納得できないので、再審議願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号の払

出しは、昭和 42 年４月であり、同年３月以前は国民年金に未加入の期間

であり、申立期間は国民年金保険料を納めることができない期間であるこ

とに加え、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見

当たらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与した母は

既に亡くなっており、納付状況等が不明であるとして、既に当委員会の決

定に基づき平成 20 年 12 月 10 日付けで年金記録の訂正は必要ないとする

通知が行われている。 

   今回、Ａ市に払い出された国民年金手帳記号番号について、国民年金手

帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査を再度行ったが、申立人に

別の手帳記号番号が払い出されていたことは確認できず、申立期間の保険

料を別の手帳記号番号で納付していた事情はうかがえない上、申立人の姉

に当時の状況について聴取したが申立期間の納付状況に関する具体的な申

述は得られなかった。 

   また、申立期間に係る保険料の納付については、納付をうかがわせる新

たな資料等が提出されておらず、当該主張は、当委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められない。 

   そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から同年 12 月まで 

    私が国民年金の加入手続を行ったときに、市の職員から「国民年金保

険料は５年さかのぼって納付することができる。」と指導され、約 30

万円を市役所内の金融機関で一括して納付したにもかかわらず、未納と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続を行ったときに、市の職員から「国民年

金保険料は５年さかのぼって納付できる。」と説明され、約 30 万円を納

付したと主張するところ、保険料の納付の前提となる申立人の国民年金手

帳記号番号は、被保険者名簿の「処理年月日及び異動事由」欄の記載から

平成３年２月上旬に払い出されたと推認でき、その時点において、申立期

間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンライン記録によると、申立人は手帳記号番号の払出時点にお

いて、過年度納付が可能な平成元年１月から２年３月までの期間及び手帳

記号番号の払出年度の同年４月から３年３月までの期間の保険料を納付し

た上、同年４月から４年３月までの期間の保険料を前納していることが確

認でき、その法定保険料の合計額と申立人が申立期間の保険料納付額とし

て記憶している約 30 万円は、おおむね一致することから、申立人が一括

して納付したとする記憶は、上記期間の保険料を納付したときのものであ

ると考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年７月から 48 年５月までの期間及び 52 年４月から 53

年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年７月から 48 年５月まで 

             ② 昭和 52 年４月から 53 年 11 月まで 

    私は、会社を退職した昭和 47 年ごろ、市役所又はその支所で国民年

金の加入手続を行った。その後の厚生年金保険と国民年金の切替手続も

私が行い、国民年金保険料は、滞ることなく支所で納付していたのに申

立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 47 年ごろ、市役所又はその支所で国民

年金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記

号番号は、被保険者台帳から 53 年 12 月に払い出されたことが確認でき、

申立人の主張と相違している上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システ

ムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立期間①については、申立人の所持する年金手帳により、申立

人が初めて国民年金の被保険者となった日は、昭和 52 年２月６日と記載

されていることが確認でき、当該資格取得日は被保険者台帳及びオンライ

ン記録とも一致することから、資格取得日以前の期間である申立期間①は

国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付すること

ができない期間である。 

   さらに、申立期間②については、昭和 52 年４月１日に申立人の妻が共

済組合に加入したことにより、申立人は被用者年金制度に加入する者の配

偶者として国民年金の任意加入対象者となるところ、被保険者台帳による



と、申立人は同年４月１日に国民年金の資格を喪失していることが確認で

き、その後、加入手続を行った形跡は見当たらないことから、申立期間②

は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができ

ない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2960 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年６月から３年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年６月から３年２月まで 

    私は、会社を退職した平成２年６月ごろ、市役所の出張所で国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料も出張所で納付していたのに申立期

間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した平成２年６月ごろ、市役所の出張所で国民年

金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は、国民年金手帳記号番号払出簿から、４年２月 24 日にＡ市へ払い

出されたことが確認でき、同時期、加入手続を行ったことが推認できるこ

とから、２年６月ごろに加入手続を行ったとする申立人の主張と相違する

上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

   また、申立人の所持する年金手帳には、初めて国民年金の被保険者とな

った日が平成４年４月 29 日と記載されており、当該資格取得日はオンラ

イン記録とも一致することから、申立期間は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2961 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年１月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年１月から 45 年３月まで 

    私は家業を手伝っており、20 歳になったとき、母が私の給与から国

民年金保険料を控除し、納付していた。結婚後もしばらくは母が納付し

ていたが、昭和 45 年４月からは自分で納付するようになった。申立期

間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 41 年＊月から、申立人の母が申

立人の給与から国民年金保険料を控除し、納付していたと主張しているが、

保険料の納付については、国民年金加入時において国民年金手帳記号番号

の払出しを受け、手帳記号番号に基づき保険料を納付するところ、申立人

の手帳記号番号は、申立人の前後の任意加入者の資格取得日から、45 年

２月に夫婦連番で払い出されていることが確認できることから、手帳記号

番号の払出し以前である 41 年１月から納付したとする申立人の主張と相

違している。 

   また、申立期間は 51 か月と長期間である上、国民年金手帳記号番号が

払い出された時点において、申立期間のうち昭和 42 年 12 月以前の保険料

は時効により納付することができず、申立期間の保険料の納付に関与した

とする申立人の母は既に亡くなっていることから確認できず、申立期間に

係る保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより、申立人の氏

名及び申立人の氏名と類似する読み方において縦覧調査を行った結果、申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 



   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月から同年９月までの期間及び平成３年４月から

同年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年３月から同年９月まで 

             ② 平成３年４月から同年７月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料は現在のＡ区役所で納付したはずで

あり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金の記号番号は、平

成６年５月 19 日に社会保険事務所（当時）からＡ区役所に払い出された

記号番号の一つであり、申立人がこの日以前に同区役所で国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付したとする主張は不自然で

ある。 

   また、年金手帳には申立人の国民年金の資格取得日が平成６年１月 31

日と記載されているところ、前後の記号番号の被保険者資格記録から、同

年６月以降に同年１月 31 日にさかのぼって加入手続が行われたものと推

認でき、オンライン記録とも一致していることから、申立期間は国民年金

に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間で

ある。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人は申立期間に係る保険料の納付金額、及び納付場所につ

いての記憶が不鮮明なため、申立期間の保険料の納付状況等が不明である

上、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）



は無く、ほかに申立期間の保険料の納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2963 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年７月から 63 年３月までの期間、平成９年９月及び

10 年４月から同年７月までの期間の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年７月から 63 年３月まで 

             ② 平成９年９月 

             ③ 平成 10 年４月から同年７月まで 

    私は、会社を退職後実家で家事手伝いをしていたが、昭和 60 年７月

ごろ、父がＡ郡Ｂ町役場で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付してくれていたはずであり、申立期間①が未納とされていること

は納得できない。 

    また、申立期間②及び③の保険料は、送付された納付書で私自身が納

付期限内に納付していたはずなので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ｂ町の保管する申立人の国民年金被保険者名

簿に平成２年６月 15 日適用との記載があり、申立人の国民年金の加入

手続が同日に行われ、その際、20 歳になる昭和 60 年＊月＊日に 遡
さかのぼ

っ

て被保険者資格を取得したことが推認され、同名簿の検認記録には同年

７月から 63 年３月までの期間に「時効消滅」と記載されている上、63

年４月から平成２年３月までの国民年金保険料が過年度保険料として、

同年４月から同年７月までが現年度保険料として国民年金加入時に一括

納付されたことが記載されていることから、申立人の父が同年６月 15

日に、申立人の国民年金の加入手続を行い、納付可能であった２年分の

過年度保険料を遡って納付したものと推認され、その時点では、申立期

間①の保険料は時効により納付することはできない。 

    また、申立人は保険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納



付したとする父からは事情を聴取することができないため、申立期間①

の納付状況等は不明である上、保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料の納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、申立人自身が納付書で納付期限内に納

付していたと主張するところ、当該期間の前後の期間の保険料は時効間

際にまとめて納付するなど、申立人の主張とは異なる上、当該期間は平

成９年１月の基礎年金番号導入後の国民年金保険料の収納事務の電算化

が図られた後の期間であることから、年金記録事務における事務処理の

機械化が促進されており、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性は少な

い。 

    また、申立人が申立期間②及び③の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間②及び③の

保険料の納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。



千葉国民年金 事案 2964 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年３月から同年６月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料については、父が国民年金の加入手続

を行い、保険料を納付していたと思うので、記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、国民年金の記号番号及び国民年金被保

険者の資格記録の記載が無く、オンライン記録に申立人の国民年金の資格

記録が無いことと一致していることから、申立期間は国民年金に未加入の

期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない期間であ

る。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の

加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の父は、加入手続を行っ

た時期、保険料の納付金額及び納付場所についての記憶が不鮮明なため、

申立期間の納付状況等は不明である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2965 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年７月から同年９月までの期間、平成元年４月及び２

年４月から４年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年７月から同年９月まで 

             ② 平成元年４月 

             ③ 平成２年４月から４年３月まで 

    私は、昭和 44 年７月に結婚して、住所変更手続のためＡ市役所に夫

と一緒に出向いた際、夫婦二人分の国民年金の加入手続を強制的にさせ

られた。それ以降夫婦二人分の国民年金保険料は納付しており、納付が

困難なときには免除の申請手続を行っていたので、申立期間が未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が関連資料として提出した昭和 59 年確

定申告書控には、国民年金保険料 10 万 8,000 円と記載されているが、オ

ンライン記録では、申立人夫婦の 58 年 10 月から同年 12 月までの二人分

の保険料が 59 年４月に納付されていること、同年１月から同年６月まで

の保険料が 61 年３月以降に過年度納付されていること、及び 59 年 10 月

以降は申請免除期間であることから、確定申告書控に記載された社会保険

料控除額は国民年金保険料の納付状況からみて不自然であり、申立期間①

の保険料の納付を推認することはできない。 

   また、申立期間②については、申立期間②前の平成元年１月から同年３

月までの保険料が３年３月５日に納付された後、申立期間②後の元年５月

及び同年６月の保険料が３年６月５日に過年度納付されており、この時点

では、元年４月の保険料は時効により納付できなかったことがうかがえる。 

   さらに、申立期間②及び③について、平成２年から４年分確定申告書に



は国民年金保険料としての記載額が無く、社会保険料控除額には国民健康

保険料を記載したものと推認される。 

   加えて、申立期間に係る申立人の記憶が不鮮明なため、申立期間の納付

状況等が不明である上、一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立

人の夫も、いずれの申立期間も未納と記録されており、申立期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、預金通帳等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2966 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年７月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年７月から同年 10 月まで 

    私は、平成６年６月 30 日にＡ社を退職し、翌日の同年７月１日に個

人事業所に再就職したが、この事業所が社会保険に未加入だったため、

Ｂ市役所へ行き、私の国民年金の加入手続、妻の国民年金の種別変更手

続及び夫婦の国民健康保険の加入手続を行い、妻が国民年金保険料を納

付していたので、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、国民年金の記号番号及び国民年金被保

険者の資格記録の記載が無く、オンライン記録に申立人の国民年金被保険

者としての資格記録が無いことと一致していることから、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することはで

きない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人自身は国民年金の加入手続を行い、保険料の納付は申立

人の妻が行ったと申述しているところ、加入状況についての申立人の申述

は不鮮明な上、申立人の妻は申立人の保険料の納付について覚えていない

と述べている。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年９月から 10 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月から 10 年１月まで 

    私は会社を退職した際に、老後のためにと考え平成９年９月ごろにＡ

市役所で国民年金の加入手続を行った。当時は引っ越ししたばかりで、

国民年金保険料の納付額等具体的な事は全く覚えていないが、父が保険

料を納付していたはずであり、記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成９年９月ごろにＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付したと主張しているところ、オンライン記録では、

申立人の国民年金被保険者の資格取得日は 13 年８月 16 日であり、申立期

間は国民年金に未加入の期間であることから、制度上、保険料を納付する

ことはできない期間である。 

   また、申立人の基礎年金番号は平成９年１月に厚生年金保険の記号番号

が付番されている上、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手

帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人及びその父からも保険料の納付について具体的な申述が

得られないため、申立期間の納付状況等が不明である上、保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   加えて、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の保険料の収

納事務の電算化が図られた後の期間であることから、年金記録における事

務処理の機械化が促進されており、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性

は少ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2968 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年４月から同年６月までの期間及び 41 年３月から 42

年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 41 年３月から 42 年８月まで 

    私は、昭和 39 年４月にＡ市Ｂ区に転入したとき、区役所で国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付した。また、41 年３月にＣ

県Ｄ市で就職するためＤ市（現在は、Ｅ市）に転入して、同市役所で保

険料を納めた。申立期間の保険料は納付したはずであり、未加入とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年４月にＡ市Ｂ区、41 年３月にＤ市において国民年

金に関する手続を行い、国民年金保険料を納付したと主張しているところ、

オンライン記録では申立人の国民年金の加入記録は無く、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期

間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 17 年７月から同年 12 月までの期間及び 18 年３月から同

年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月から同年 12 月まで 

             ② 平成 18 年３月から同年 11 月まで 

    私は、現在未納とされている申立期間は離職中であり、どちらも次の

仕事が決まってから、Ａ市役所の国民年金窓口で国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料をその場で一括納付しているので納付記録を確認

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市役所において申立期間の国民年金保険料を納付したと主

張しているところ、申立期間は平成 14 年４月に保険料収納事務が国に一

元化された後であり、同市役所は、「Ａ市役所内では国民年金保険料の納

付を受け付けていなかった。」と回答している。 

   また、オンライン記録によれば、申立期間①及び②ともに申立人に対し、

国民年金への加入勧奨が行われたが、加入手続がされていないことを示す

記録があることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、

保険料を納付することはできない期間である。 

   さらに、申立期間は基礎年金番号が導入された平成９年１月以降の期間

であることから、基礎年金番号に統合されていない記録（未統合記録）が

生ずる可能性は極めて低いほか、14 年４月に保険料収納事務が国に一元

化されたことに伴い、記録漏れがあったとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2970（事案 1887 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年２月から 57 年 12 月までの期間及び 59 年 10 月から

60 年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年２月から 57 年 12 月まで 

             ② 昭和 59 年 10 月から 60 年５月まで 

    私は、申立期間当時世帯主であった可能性が高く、国民年金の加入手

続を行い、国民健康保険料と共に国民年金保険料を納付しているはずで

あり、当時の住民票及びＡ市国民健康保険課調査回答書を提出するので、

再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ市の被保険者名簿には、申立

人の国民年金手帳記号番号が払い出された日は平成２年１月 19 日と記載

されており、その時点では申立期間①及び②は時効により国民年金保険料

を納付できない期間であること、ⅱ）別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらないこと、ⅲ）申立期間①及び②に

ついて、国民健康保険と国民年金の加入手続を一緒に行ったと主張してい

るが、Ａ市は「平成元年 11 月１日から６年 11 月２日までの国民健康保険

加入記録はあるが申立期間の加入記録はない。」と回答していること、

ⅳ）申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料及び周

辺事情が見当たらないことなどを理由に、既に当委員会の決定に基づき平

成 21 年 12 月９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   今回、申立人は、新たに住民票及びＡ市国民健康保険課調査回答票を提

出しているが、これらからは申立期間①及び②の国民年金保険料を納付し

ていたと推認するには至らず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



千葉国民年金 事案 2971 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年 12 月から 15 年６月までの国民年金保険料について

は、追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年 12 月から 15 年６月まで 

    私は、平成 15 年に事業を起こし、入金があったため、14 年 12 月か

ら 15 年６月までの申請免除期間の国民年金保険料を同年７月 28 日にＡ

社会保険事務所（当時）で追納しているので、申立期間の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申請免除されていた申立期間の国民年金保険料を平成 15 年

７月 28 日にＡ社会保険事務所で追納したと主張している。 

   しかしながら、申請免除期間の保険料を追納するためには、社会保険事

務所（当時）において追納申出の手続を行った上で、国庫金納付書の発行

を受けなければならないが、オンライン記録によると、申立人の申立期間

について追納申出を行った記録は無く、納付書が発行された形跡も見当た

らない。 

   また、保険料を追納したとするＡ社会保険事務所に保存されている領収

書控の中には、申立人が平成 15 年７月 28 日に保険料を追納したことを示

す領収書控は見当たらない。 

   さらに、税務署が保管する申立人の確定申告書により、申立人は、平成

15 年分の所得税の確定申告は行っていない上、16 年分確定申告書におい

て、社会保険料控除のうち「国民年金」として記載された金額は、オンラ

イン記録において、16 年１月７日に納付されたことが確認できる 15 年７

月から同年 12 月までの期間及び 16 年６月 30 日に納付された同年５月の

保険料額と一致していることから、申立期間の保険料を追納したことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2972 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年 12 月から 48 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 12 月から 48 年２月まで 

    私は、昭和 48 年３月にＡ社に入社する以前の期間３か月について国

民年金に加入していなかったため、入社時に経理担当者から「国民年金

に加入して、国民年金保険料を納付したほうがよい。」と勧められて、

３か月分の保険料を借り受けて納付した。国民年金の加入手続及び保険

料の納付は、同社の経理担当者が代行した。申立期間が未納とされてい

ることは納得できないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年３月にＡ社に入社したときに、同社経理担当者が

国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、Ａ社は厚生年金保険の適

用事業所となっておらず、商業登記も確認できないことから、当該事業所

に対し申立人の国民年金の加入状況について確認することはできない。 

   また、申立期間当時は基礎年金番号制度の導入前であり、国民年金の加

入手続を行った場合は国民年金手帳記号番号が払い出されるが、国民年金

手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人自身は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料

納付に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付を代行したとするＡ社

の経理担当者の所在は不明であることから、加入手続及び保険料の納付状

況は不明である。 

   このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2973 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年９月から 48 年６月までの期間、同年 12 月から 49 年

９月までの期間及び 50 年１月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年９月から 48 年６月まで 

             ② 昭和 48 年 12 月から 49 年９月まで 

             ③ 昭和 50 年１月から 51 年３月まで 

    私は、父に勧められて国民年金の加入手続を行い、当初は私が、その

後は父が、私が結婚するまで国民年金保険料を納付しており、申立期間

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出日及び前後の任意加入者の資格取

得日より、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは昭和 52 年１月ごろ

と推認でき、加入手続を行った時点で申立期間①及び②の国民年金保険料

は時効により納付することはできない。 

   また、申立期間①については、申立人の住所は戸籍の附票によりＡ区に

あることが確認できるが、申立人は「Ａ区で国民年金の加入手続を行った

ことはなく、Ｂ県Ｃ市で加入手続を行い、Ｃ市で保険料を納付した。」と

述べており、その主張に不自然な点が認められる。 

   さらに、Ｃ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、申立期間①、

②及び③は未納と記録され、オンライン記録と一致している。 

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2974 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から平成５年４月までの国民年金保険料につい

ては、追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から平成５年４月まで 

    私は、昭和 63 年に結婚し、夫は当時学生でアルバイトで生計を立て

てくれていたが、夫が就職する平成５年５月までは国民年金保険料の全

額免除申請を行い、その後夫と一緒に免除期間の保険料はすべて追納し

ているはずであり、申立期間が免除期間とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の全額免除期間について、申立人の夫が就職後に全

額追納したと申述しているところ、申立人及びその夫は、免除期間に係る

追納申出の手続、納付場所、追納金額等についての記憶が不鮮明であり、

保険料の追納状況が不明である。 

   また、申立期間に係る全額免除期間の申請日及び該当日については、オ

ンライン記録及びＡ市の被保険者名簿から確認はできるものの、追納の申

出及び保険料の追納状況については確認できない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を追納していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を追納してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2975 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月から 57 年３月まで 

    私の母は、20 歳になったら国民年金保険料を納付するのは国民の義

務と考えており、私が 20 歳になったとき国民年金の加入手続を行い、

保険料の納付を始めてくれた。 

    私の家の前に住んでいた方が保険料の集金業務を行っていたので、納

付を断ることも滞納することもできず大変だったことを母から聞いてお

り、申立期間の保険料を納付してくれていたはずなので未加入とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、年金手帳を所持しておらず、オンライン記録では共済組合員

期間の共済年金記録しか確認できないことから、申立期間は国民年金に未

加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない期

間である。 

   また、申立人は、申立人の母が加入手続をしたと主張しているところ、

オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索

システムによる縦覧調査の結果、申立人に手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2976 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月及び同年５月 

    私は、平成５年４月に会社を退職した後、Ａ市に国民健康保険の加入

手続に行ったところ、同市の職員に国民年金の加入手続も併せて行うよ

うに言われたため、国民年金の加入手続を行い、毎月国民年金保険料を

納付していたはずなのに、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成５年４月に会社を退職した後、Ａ市で国民健康保険の加

入手続を行い、その後、国民年金の加入手続も併せて行ったと述べている

ところ、Ａ市で申立人が同年４月に国民健康保険の資格を取得した事実は

確認できず、申立人の主張とは相違が認められる。 

   また、オンライン記録によると申立期間は未加入の期間であることから、

納付書が発行されることは無く、制度上、国民年金保険料を納付すること

はできない上、申立人の所持する年金手帳には、国民年金の記号番号の記

載は無く、基礎年金番号のみが記載されており、平成９年１月１日に基礎

年金番号が付番された時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により

納付することはできない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2977 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から平成４年７月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から平成４年７月まで 

    私は、昭和 60 年３月に大学院を卒業し、母が同年４月にＡ市役所で

私の国民年金及び国民健康保険の加入手続を行ってくれた。国民年金保

険料の納付は、母が自宅に来ていた取引先のＢ銀行の行員に依頼し納付

していたはずであり、申立期間が未加入とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年４月にＡ市役所で国民年金と国民健康保険の加入

手続を行ったと主張するところ、同市役所は、申立人は 63 年６月１日付

けで国民健康保険に加入したと回答しており、申立人の主張と一致しない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に国民年金手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期

間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付する

ことはできない期間である。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母から

は事情を聴取することができないことから、申立期間に係る加入状況及び

保険料の納付状況が不明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2978 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 10 月から 48 年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 48 年５月まで 

    私は、昭和 44 年の衆議院総選挙の立候補予定者から、「国民年金保

険料を納付していない方は、今年は保険料が１か月 300 円なので納付し

ておくと将来年金がもらえるため国民年金に加入した方が良い。」と聞

き、国民年金の加入手続を行った。同年 10 月から 45 年６月までは月額

300 円、同年７月から 47 年６月までは月額 450 円、同年７月から 48 年

５月までは月額 550 円の保険料を納付していた上、付加保険料も３か月

ごとに月額 400 円ずつ納付してきたのに申立期間が未加入とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している年金手帳には、昭和 48 年６月 29 日に任意で被保

険者資格を取得していることが確認でき、オンライン記録及び特殊台帳の

納付記録とも一致していることから、申立期間は国民年金に未加入の期間

であり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間について、３か月ごとに定額保険料に合わ

せて付加保険料も納付していたと主張しているところ、昭和 45 年 10 月以

前は付加保険料の納付制度は無く、同年 10 月から 48 年５月までの付加保

険料は月額 350 円であり、申立人の主張には不自然な点がみられる。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2979 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

    私の国民年金については、母が加入手続を行い、同居していた昭和

48 年ごろまで国民年金保険料を納付してくれていたが、母は几
き

帳面な

人だったので、私の保険料が 38 年から納付済みとなっており、それ以

前の申立期間が未納とされていることは考えられず納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が国民年金の加入手続を行い、申立期間について

国民年金保険料を納付していたはずであると主張しているところ、申立人

は加入手続及び保険料納付について具体的なことは何も知らないと述べて

おり、申立人の保管している国民年金手帳には昭和 38 年６月 26 日発行と

記載され、同年４月より保険料を納付したことを示す検認印が押されてい

るが、申立期間の 36 年４月から 38 年３月までについては検認印が押され

ていない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、

ほかの手帳記号番号で納付していたことも考え難い。 

   さらに、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2980 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年５月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月から 44 年３月まで 

    私は、申立期間当時大学生だったので、父が私の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれていたのに、申立期間の保険料

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与してお

らず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の父は既

に亡くなっており、申立期間に係る加入状況及び保険料の納付状況が不明

である。 

   また、申立人は国民年金手帳を所持したことは無いと述べている上、オ

ンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索シ

ステムによる縦覧調査の結果、申立人に手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、過去に 遡
さかのぼ

って保険料を納付したこと、及び特例納

付制度を利用したことは無いと述べている上、申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 2657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年 11 月６日から 32 年２月１日まで 

             ② 昭和 40 年 10 月６日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 31 年 11 月６日から 40 年 10 月６日までＡ社に勤務し、同

年 10 月６日から 42 年３月 12 日までＢ事業所に勤務していた。それぞ

れ入社日から加入していたはずの厚生年金保険の被保険者記録が欠落し

ているので、訂正してほしい。Ａ社には、Ｃ社から転職し、その後も何

度か転職したが、転職する際に１日も休んだことがなく、厚生年金保険

の記録に欠落があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ｃ社からＡ社に一緒に転職した元同

僚３名の氏名（姓のみ）を挙げているところ、両社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、唯一本人を特定できた元同僚は、「Ａ

社に入社したとき、すぐには厚生年金保険に加入させてもらえなかった。

申立人を記憶しているが、勤務していた期間は覚えていない。」と供述

しており、申立人の勤務期間について特定することができない。 

    また、両社に係る健康保険厚生年金保険被保険名簿において、申立人

と同様にＣ社からＡ社に転職している者で、所在が確認できた２名に照

会したところ、いずれも申立人のことを覚えていたが、勤務期間につい

て特定できず、このうち１名は、その記憶するＡ社の入社時期から、約

４か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

    これらのことから判断すると、Ａ社では、申立期間①当時、従業員を

入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社してから



一定期間経過後に加入させていたことがうかがえる。 

    また、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、当時の関係資料の所在が不明であるため、申立期間①当時の厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、Ａ社からＢ事業所に一緒に転職し

た元同僚３名の氏名（姓のみ）を挙げているところ、両社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、唯一本人を特定できた元同僚は、

「申立人のことをはっきり覚えていない。」と供述している。 

    また、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申

立期間②に被保険者資格を有する７名のうち、連絡先の判明した２名に

照会したところ、回答が得られた１名は、「申立人のことを覚えている

が、勤務期間までは記憶していない。」と供述していることから、申立

人の申立期間②当時の勤務実態について確認できない。 

    さらに、Ｂ事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、申立期間②当時の関係資料の所在が不明であることから、申立期間

②当時の保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年７月から 36 年２月まで 

             ② 昭和 36 年 10 月から 37 年３月 10 日まで 

    私は、中学校を卒業後、Ａ社で２か月勤めた後、友人に誘われて昭和

35 年７月にＢ社に入社し、36 年２月まで勤務したが、この間の厚生年

金保険の加入記録が無く、納得できない。 

    また、いったん退職後、昭和 36 年 10 月に再度、Ｂ社に入社したが、

再入社した同年 10 月から 37 年３月 10 日までの厚生年金保険の加入記

録が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する申立期間①及び②当時の同僚との写真により、申立人

は、期間は特定できないものの、申立期間①及び②において、Ｂ社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかし、申立人を当該事業所に誘った中学校時代の友人は、当該事業所

に係る事業所別被保険者名簿でその氏名を確認できたものの、所在が確認

できないため、申立期間①における申立人の入社時期を特定できない。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚のうち所在の確認ができた８名に対

し、申立人の勤務実態について照会した結果、回答が得られた７名のうち

３名は、申立人を記憶していたが、申立人の勤務期間についての証言を得

ることはできない。 

   さらに、当該事業所の被保険者名簿において、申立人が昭和 37 年３月

10 日に資格を取得し、38 年４月６日に資格を喪失していることが確認で

きるが、申立期間①及び②に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に

欠番は無い。 



   加えて、当該事業所は、既に事業を廃止し、当時の事業主も「当時の関

連資料は保存していない。」と供述していることから、申立人の申立期間

①及び②当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月１日から 44 年１月 30 日まで 

    私は、昭和 43 年３月に学校を卒業し、学校のあっせんでＡ社に入社

した。当該事業所は、厚生年金保険に加入させてくれる会社と考え入社

したが、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言により、申立人は、勤務期間は特定できないものの、

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚３名のうち２名は、同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が無く、残りの１

名は、｢昭和 37 年ごろ入社した。｣と証言しているところ、44 年 10 年１

日に資格を取得していることが確認できる。 

   これらのことから判断すると、当該事業所では、従業員全員を厚生年金

保険に加入させる取扱いではなく、加入させたとしても、入社してから相

当期間経過後であったことがうかがえる。 

   また、当該元同僚は、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において当該事業所における最後に被保険者資格を取得した者として申立

期間後に資格を取得しており、それ以前に被保険者資格を取得した者は、

申立期間前の昭和 42 年３月 27 日に資格を取得しており、申立期間におい

て厚生年金保険に新規に加入している者はおらず、申立人の氏名は無い。 

   さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当

時の事業主も死亡していることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保

険料の控除について確認できない。 



   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年９月 29 日から同年 10 月１日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年４月１日から同年 10 月１

日までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年９月 29 日から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 47 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 47 年４月１日から同年 10 月１日までＡ社（現在は、Ｂ

社）に勤務していたが、申立期間①の期間の厚生年金保険の加入記録が

欠落しているので訂正してほしい。また、経営者が同一であるＣ社から

Ａ社への転籍であるので、申立期間②の標準報酬月額が前職より 3,000

円減額されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、雇用保険の加入記録により、申立人は、昭和

47 年４月１日にＡ社に入社し、同年９月 20 日に離職していることが確

認できる。 

    また、Ｂ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書により、申立人は、昭和 47 年９月 29 日に同社を

退職していることが確認できる上、また、申立人に係る 47 年所得税源

泉徴収簿兼賃金台帳により、同年９月の厚生年金保険料を給与から控除

されていないことが確認できる。 

    さらに、申立人が氏名を挙げた元同僚６名のうち、唯一連絡が取れた

当時経理を担当していた同僚は、「申立人の退職時期を覚えていな



い。」と供述しており、申立人の勤務期間を特定することができない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により控除されていたと認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｂ社から提出された健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書により、申立人は、厚生年

金保険の被保険者資格取得日を昭和 47 年４月１日、標準報酬月額を４

万 2,000 円として社会保険事務所（当時）に届出られ、同年４月７日に

受理されていることが確認できる。 

    また、当該事業所から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険

児童手当拠出金増減内訳書により、申立人の厚生年金保険の発生年月日

が昭和 47 年４月１日、標準報酬月額が４万 2,000 円であることが確認

でき、オンライン記録と一致する。 

    さらに、昭和 47 年所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人は、

47 年４月から同年８月まで、標準報酬月額４万 2,000 円に見合う厚生

年金保険料（1,008 円）を控除されているが、同年９月の保険料は控除

されていないことが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間②について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されてい

たと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2661（事案 587 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月 21 日から同年６月１日まで

の期間における厚生年金保険第四種被保険者としての厚生年金保険料につ

いては、還付されていないものと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年３月１日から 59 年７月１

日までの期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月 21 日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 58 年３月１日から 59 年７月１日まで 

    私は、Ａ事業所を退職した後に厚生年金保険第四種被保険者の資格取

得手続を行い、昭和 43 年２月１日から 44 年６月１日までの 16 か月分

の第四種被保険者としての厚生年金保険料を一括納付した。その後、Ｂ

社で同年４月 21 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したので、同

年４月及び同年５月については厚生年金保険に重複して加入しているが、

２か月分の第四種保険料を還付されていないので、重複した被保険者期

間として認めてほしい。 

    また、私は、申立期間②においてＣ社に継続して勤務し、厚生年金保

険料を控除されているはずであり、前回の結果には納得できない。新た

な資料として、確定申告書の控えを提出するので再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、「第四種被保険者として昭和 43 年２月から 44 年５月まで

の厚生年金保険料を一括納付し、その後、Ｂ社で同年４月 21 日に厚生

年金保険の被保険者資格を取得した際、２か月分の第四種保険料が還付

されていない。」と主張している。 

    しかしながら、申立人の厚生年金保険第四種被保険者原票においては、

第四種被保険者の資格喪失日が昭和 44 年６月１日から同年４月 21 日に

訂正処理されていることが確認できる上、備考欄には、Ｂ社で同年４月

21 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが記載されている。 



    また、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者原票に記載されて

いる厚生年金保険の被保険者記号番号は、第四種被保険者の資格取得時

の被保険者記号番号と同一である。 

    さらに、第四種保険料の納付の有無及び過誤納金（第四種被保険者と

して既に納付している保険料）の還付の事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は無いものの、当該事務処理に不自然な形跡は見当たらない。 

    これらのことから総合的に判断すると、申立期間①について、申立人

の第四種被保険者資格の喪失日訂正により過誤納金が発生した場合、還

付がなされたものと考えるのが相当である。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が申立期間①において厚生年金保険第四種被保険者としての

厚生年金保険料を還付されていないものと認めることはできない。 

    なお、申立人は、申立期間①について、納付した第四種保険料を還付

するのではなく、重複した被保険者期間として認め年金給付に反映して

ほしいと主張しているが、昭和 60 年改正前の厚生年金保険法において、

第四種被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用され被保険者とな

ったときは、第四種被保険者資格を喪失することが定められており、申

立期間①を重複した厚生年金保険の被保険者期間として扱うことは制度

上できない。 

 

  ２ 申立期間②に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社での雇用保険の加入記

録が、申立人の厚生年金保険被保険者原票で確認できる厚生年金保険の

加入記録とおおむね一致していること、ⅱ）申立人は申立期間②のうち、

昭和 59 年５月及び同年６月について国民年金に任意加入し、国民年金

保険料を納付していること、ⅲ）当該事業所は厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっているため、申立人の厚生年金保険の適用及び保険料の

控除について事業主等から聴取できないことなどから、既に当委員会の

決定に基づき平成 21 年３月 25 日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

    今回、申立人は、新たな資料として確定申告書の控え等を提出してい

るが、昭和 59 年分確定申告書に記載された社会保険料控除額 17 万 401

円は、申立人の 59 年７月の標準報酬月額（36 万円）を基準にすると、

約５か月分に相当し、これは、オンライン記録で申立人が被保険者資格

を取得した同年７月１日以降の社会保険料（翌月控除）であると考えら

れることから、申立期間②における厚生年金保険料の控除は推認できな

い。 

    このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たら

ないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係

る厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていたと認めることは

できない。



千葉厚生年金 事案 2662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年４月１日から 24 年２月１日まで 

    私は、昭和 21 年４月１日から 24 年２月１日までＡ県にあったＢ社に

勤めていたが、その期間の厚生年金保険の加入記録が無いので調べてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が供述した住所にＢ社が存在したことが閉鎖登記簿謄本により確

認できること、及び元同僚の証言から、申立人は、申立期間当時、当該事

業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、事業所名簿検索システムによる検索の結果、厚生年金保

険の適用事業所としてＡ県内にＢ社という名称の事業所は見当たらず、当

該事業所は、厚生年金保険の適用事業所ではなかったものと考えられる。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚も申立期間において厚生年金保険の

被保険者となっていない。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳において、Ｂ社に係る記載

は見当たらない上、ほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年２月から 55 年６月まで 

    私は、Ａ社に昭和 53 年２月から 55 年６月まで、勤務していたにもか

かわらず、その期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので調査して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 11

月７日から 55 年３月 31 日までＡ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、昭和 58 年９月２日に厚生年金保険の新規適用

事業所になり、平成９年３月 26 日に適用事業所でなくなっていることか

ら、申立期間は厚生年金保険の適用事業所になる前の期間である。 

   また、申立人が氏名を挙げた元事業主及び元同僚二人は、いずれも申立

期間において厚生年金保険の被保険者となっておらず、元同僚のうち一人

は、｢申立人のことは覚えている。当時、会社が厚生年金保険に加入して

おらず、私もＡ社に勤務していた期間は厚生年金保険の記録は無い。｣と

供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月から同年８月１日まで 

             ② 昭和 48 年３月から 49 年１月まで 

    私は、昭和 47 年３月に大学を卒業し、同年４月から同年 11 月までの

期間、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、同年４月から同年７月まで

の期間については厚生年金保険に未加入とされている。 

    また、昭和 48 年３月から 49 年１月までの期間は、Ｂ社に勤務したが、

この期間についても厚生年金保険に未加入とされていることは納得でき

ないので、記録の訂正を求める。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の元同僚の証言により、勤務期間は特定

できないが、申立人が申立期間①にＡ社に勤務していたことは推認でき

る。 

    しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

元事業主は、「人事記録、賃金台帳等の関係資料は廃棄済みである。」

と回答していることから、申立人の申立期間①における厚生年金保険料

の控除について確認できない。 

    さらに、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は確認できず、申

立人の申立期間①における保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録によると、Ｂ社は、厚生年金

保険の適用事業所であったことが確認できない。 

    また、所在地を管轄する法務局において、Ｂ社の商業登記は確認でき



ず、申立人も当時の事業主及び同僚を具体的に覚えていないため、聞き

取り調査を行うことができず、申立人の申立期間②における勤務実態及

び保険料の控除について証言を得ることができない。 

    さらに、申立人のＢ社における雇用保険の加入記録は確認できず、申

立人の申立期間②における保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 32 年３月に大学を卒業し、同年４月にＡ社に入社した。

その後、同年 12 月ごろに会社の組織が変更され、同社の一部門が独立

してＢ社になり、私もそこに所属した後、33 年９月 30 日に退職した。

Ａ社に勤務していた 32 年４月１日から 12 月１日までの期間の厚生年金

保険の被保険者記録が無いので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が同期入社として氏名を挙げた３名の元同僚のうち１名は、「昭

和 32 年４月に当時の社長が大学卒の新入社員を 25 名くらいまとめて採用

した。」と供述しており、申立人の供述と符合していることから、申立人

が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記元同僚は、昭和 32 年６月 21 日に厚生年金保険の被

保険者資格を取得し、「32 年４月に入社後、本採用になるまでは厚生年

金保険に加入していなかった。私の年金記録に誤りは無い。」と供述して

おり、別の元同僚も、「32 年３月 11 日入社し、厚生年金保険の被保険者

資格取得日は同年６月 21 日である。」と回答している。 

   また、上記元同僚２名のほかに申立人が同期入社として氏名を挙げた元

同僚１名は、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和 32 年 10 月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   これらのことから判断すると、当該事業所においては、従業員を入社後

すぐに厚生年金保険に加入させず、厚生年金保険に加入させる時期につい

ては、従業員ごとに異なる取扱いをしていたことがうかがえる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年３月から 58 年４月１日まで 

    私は、昭和 55 年３月から 58 年３月末日まで、Ａ社に在籍し、Ｂ区Ｃ

にあったＤ店に勤務し、その間、給与から厚生年金保険料を控除されて

いたが、この期間について厚生年金保険の被保険者期間となっていない

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚及び元事業主の証言により、Ｂ区Ｃに所在した「Ｄ」を経

営していたのは、Ｅ社であり、Ａ社とは別会社であることは推認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間

に資格取得及び喪失している者のうち、１年以上記録のある者 14 名を抽

出し、そのうち所在が判明した 10 名に文書照会し、６名から回答を得た

が、申立人を記憶している者はいない。 

   さらに、申立人が申立期間にＣに所在した「Ｄ」で一緒に勤務していた

としている元同僚６名全員が、申立期間にＡ社における厚生年金保険の加

入記録は無く、昭和 62 年４月１日に厚生年金保険の新規適用事業所とな

ったＥ社の被保険者記録のみとなっていることが確認できる。 

   加えて、６名の元同僚のうち１名は、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所

になった昭和 62 年４月１日より前は国民年金に加入し、国民年金保険料

を納付していたと供述しており、オンライン記録と一致する。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年 10 月から 59 年８月まで 

             ② 昭和 60 年２月から 61 年４月まで 

    私は、申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社Ｃ店に勤めたが、これら

の期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないので被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に

勤務していたことは確認できる。 

    しかし、オンライン記録によると、申立人が勤務していたＡ社は、昭

和 63 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間

は当該事業所が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間である。 

    また、申立人が氏名を挙げた元同僚２名は、オンライン記録により、

申立期間に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していたことが確

認できる。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、昭和 60 年５月 16 日から 61 年３月 20 日まで

雇用保険の加入記録があることから、申立人が当該期間はＢ社に勤務し

ていたことは確認できる。 

    しかし、オンライン記録によると、Ｂ社という名称の事業所は、申立

期間において厚生年金保険に適用事業所として確認できない。 

    また、代表取締役及び申立人が氏名を挙げた元同僚の所在は不明であ



り、証言を得ることはできないことから、申立期間当時の勤務実態につ

いて確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 2668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年５月から 41 年８月まで 

    私は、昭和 39 年５月から 41 年８月までＡ市ＢにあったＣ事業所でＤ

（作業）をしており、この期間は、厚生年金保険に加入していたと思う

ので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言により、申立人は、勤務期間は特定できないものの、Ｃ事

業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、元同僚２名は、「厚生年金保険に加入せずに、国民年金に加入

したまま勤務していた者がいた。」と供述しているところ、オンライン記

録によると、申立人は、昭和 37 年２月２日に国民年金に加入し、同年２

月から申立期間を含む 41 年９月まで国民年金保険料を納付している。 

   さらに、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主は所在不明であることから、申立期間当時の厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

   加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年９月まで 

    私は、昭和 36 年４月から 38 年９月までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務

したが、その全期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、同期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における申立期間の具体的な勤務状況を詳細に記憶して

いることから、当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人は当時の同僚を記憶していないことから、申立期間当時、

Ａ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた者のうち、連絡先の

判明した６名に照会したが、いずれも申立人のことを記憶しておらず、申

立人の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

   また、上記元同僚のうち１名は、「申立期間当時、Ａ社に入社した従業

員のうち、多くの者が臨時職員として勤務し、１、２年後に上司の推薦に

より試験を受け、合格後、１年程度の見習い期間を経て、正社員として採

用されれば社会保険への加入手続が行われた。」と供述しているところ、

申立人は、｢見習い期間後に正社員になる試験に３回落ちたので当該事業

所を退社した。｣と供述している。 

   さらに、Ｂ社は、｢当時の資料は保存しておらず、申立人の雇用実態に

ついては不明である。｣と回答していることから、申立期間当時の厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 11 月 19 日から 45 年４月１日まで 

    私は、昭和 45 年４月に勤務していたＡ社を結婚のため退社した。同

年 11 月、脱退手当金が支給されたことになっているが、その時期は結

婚してＢ県からＣ県へ転居しており、脱退手当金は受給していない。脱

退手当金を受給していたとする年金事務所の回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿において申立人の氏名は申立

期間の事業所を退職後の昭和 45 年 11 月 18 日に氏名変更が行われている

ことが確認でき、申立期間の脱退手当金は同年 11 月 27 日に支給決定され

ていることを踏まえると、脱退手当金の請求のために氏名変更が行われた

と考えるのが自然である。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給され

ていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最後に勤務し

た事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年２月３日から 57 年４月１日まで 

             ② 昭和 57 年４月１日から 58 年 10 月 21 日まで 

    私は、結婚前に、申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社の二つの会社

に勤務し、Ｃ（業種）関連の仕事に従事した。これらの期間が、厚生年

金保険の被保険者期間となっていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の雇用保険の加入記録により、申立人

がＡ社に勤務していたことは確認できる。 

    しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当

該事業所は、昭和 52 年 12 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なった後、59 年７月３日に再び適用事業所となっていることが確認で

きることから、申立期間①は適用事業所ではない期間である。 

    また、Ａ社の元事業主の厚生年金保険の加入記録は、上記適用事業所

の適用記録と一致し、申立期間①に厚生年金保険の加入記録は確認でき

ない。 

    さらに、申立人は、申立期間①当時のＡ社は、「社長と私ともう１名

の女性の３名で仕事をし、会社もマンションの一室だった。」と供述し

ていることから、当時の厚生年金保険法の適用事業所要件（５名）を満

たしていなかったと考えられる。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、入社日が同じである元同僚の証言により、申



立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、Ｂ社の事業主は、申立期間当時の雇用形態について、「当時

の資料は保存されていないが、半年程度の試用期間を設けていた。当時

はまだ事業所が試行錯誤していた時であり、雇用契約について明文化は

されておらず、試用期間も人により幅があった。」と供述している。 

    また、申立人が申立人と同じ業務に従事し昭和 57 年４月１日に入社

し、58 年１月又は同年２月ごろに退職したとして氏名を挙げた元同僚

も、申立人と同じくＢ社における厚生年金保険の被保険者記録は確認で

きない。 

    さらに、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2672 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年７月から 62 年６月１日まで 

    私は、昭和 59 年７月にＡ社に入社し、63 年２月 20 日に同社を退職

するまで継続して勤務していたが、59 年７月から 62 年６月１日までの

厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が氏名を挙げた元同僚２名のうち、所在が判明した１名からは証

言が得られなかったことから、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において被保険者記録を有する８名に対し照会したが、回答のあった

４名から申立人について具体的な証言を得ることはできず、申立人の勤務

期間について特定できない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間の直前の昭和 59

年６月 14 日に国民年金に加入し、申立期間のうち、同年７月から 62 年３

月までの間は、申請免除の取扱いとなっており、62 年４月及び同年５月

は国民年金保険料を納付していないことが確認できる。 

   さらに、申立人は、当該事業所で厚生年金保険被保険者台帳記号番号の

払出しを受けているところ、申立人の当該事業所に係る厚生年金保険被保

険者資格取得日は厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、昭和

62 年６月１日であることが確認でき、オンライン記録と一致する。 

   加えて、Ａ社は、「保存期限が過ぎていることから、当時の資料は保存

していない。」と回答していることから、申立期間当時の厚生年金保険料

の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年６月１日から 47 年７月１日まで 

    私は、昭和 41 年６月１日から 47 年７月１日までＡ社でＢ（作業）を

していた。当時、病気等の治療には、当該事業所の健康保険証を使用し

ていた記憶があることから、厚生年金保険にも加入していたのではない

かと思うので、申立期間が厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時取締役であった事業主の妻は、「Ａ社が倒産して、新たに

設立したＣ社に継続して勤めてくれたのは申立人だけだった。」と証言し

ていることから、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推

認できる。 

   しかし、オンライン記録により、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所と

して確認できない上、元事業主の妻は、「Ａ社は昭和 35 年ごろ、夫が代

表取締役、私が取締役となって始めた会社である。当時、10 人前後の従

業員がいたが、経営が安定するまで社会保険に加入していなかった。Ａ社

が倒産した後、Ｃ社を新たに設立した際、税理士の強い勧めがあって社会

保険に加入した覚えがある。」と供述している。 

   また、オンライン記録において、Ａ社の元事業主夫婦は、申立期間にお

いて国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元

事業主の妻は当時の関係資料を保存しておらず、申立期間当時の厚生年金

保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 月生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 40 年 10 月 26 日から 42 年３月１日まで  

             ② 昭和 42 年 10 月１日から 43 年４月１日まで 

    私は、Ａ社及びＡ社を合併したＢ社に勤務した時の脱退手当金を昭和

40 年ごろに自分で手続をして受け取った記憶がある。 

    その時受け取らなければ良かったと思っていたのに、それ以降の厚生

年金保険被保険者期間の脱退手当金が昭和 44 年１月 23 日に支給された

と記録されていることは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金は、申立期間を含め支給されるまでのすべての事業

所の厚生年金保険被保険者期間を基礎として計算されており、支給額に計

算上の誤りはなく、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても、脱退手当金の申請及び受給した記憶が無

いというほかに、脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月１日から 39 年 11 月 26 日まで 

    私は、当時は脱退手当金についての知識も無く、脱退手当金をもらえ

るということすら知らなかった。脱退手当金を受け取った覚えがないの

で、被保険者期間を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年 10 月から 33 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 32 年 10 月から 33 年 11 月末まで、Ａ区ＢにあったＣ社に

見習いとして勤務していたが、その期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言により、期間は特定できないものの、申立人がＣ社に勤務

していたことは推認できる。 

   しかし、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主も死亡していることから、申立期間当時の厚生年金保険料の

控除について確認できない。 

   また、上記元同僚は、「見習い者の中には、厚生年金保険に加入してい

なかった者もいたはずである。」と供述しており、当該事業所では、勤務

開始後すぐに厚生年金保険に加入させる手続をしていなかったことが推認

できる。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 月生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年９月１日から 18 年８月１日まで 

    私は、平成 17 年５月から 19 年４月までＡ社に勤務したが、17 年９

月から 18 年７月までの標準報酬月額が給与明細書と異なっているので、

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   しかし、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書及び事業主から提出された平成 17 年 10 月から 18 年８月までの

給与台帳（支払明細）により、申立期間当時 20 万円の報酬月額が支給さ

れていることから、これに見合う標準報酬月額は 20 万円となるが、厚生

年金保険料の控除額は標準報酬月額９万 8,000 円に見合う金額であること

が確認でき、オンライン記録上の標準報酬月額と同額であることが確認で

きることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、訂正は行

わない。



千葉厚生年金 事案 2678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 10 月５日から 31 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 31 年 11 月１日から 34 年７月４日まで 

    私は、申立期間①については、Ａ区ＢにあったＣ社に勤務し、申立期

間②については、同区ＤにあったＥ事業所に勤務していた。これら申立

期間における厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は元同僚の氏名を覚えていないことか

ら、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間①に厚

生年金保険に加入していた９名（全員）のうち、所在が判明した１名に

対し照会を行ったが、申立人を覚えていないことから、申立人の申立期

間①当時の勤務実態等について確認できない。 

    また、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、事業主も死亡していることから、申立人の申立期間①当時の厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

    さらに、申立期間①において当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    加えて、Ａ区Ｆ（現在は同区Ｇ）に所在する同名の事業所が、申立期

間に適用事業所となっていることから、当該事業所の被保険者名簿を確

認したが、申立期間①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠

番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

  ２ 申立期間②については、Ａ区ＤにおいてＥ事業所及び類似する名称の

事業所は、オンライン記録で確認できない。 

    また、申立人は、当時の事業主及び同僚の氏名を覚えておらず、元同

僚等に聞き取り調査を行うことができないことから、申立人の申立期間

②当時の勤務実態について確認できない。 

    さらに、Ａ区Ｈに所在する同名の事業所が申立期間②に適用事業所と

なっていることから、当該事業所の被保険者名簿を確認したが、申立人

の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    加えて、申立人が当該事業所と取引関係にあったと主張するＩ社の事

業主は、「当時、取引先には、Ｅ事業所及び類似する名称の会社は無か

ったと思う。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年５月 10日から同年 12月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務していたときに、同社がＢ社と合併し、合併後はＢ

社に引き続き勤務した。同社の社風が自分に合わなかったので、昭和

39 年２月 21 日に退職したが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間

とされていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、昭和 38年５月 10日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、申立期間は適用事業所ではない。 

   また、申立人は、｢Ａ社からＢ社に移った者が何人かいた。｣と供述して

いるところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人と同様に当該事業所が適用事業所でなくなった昭和 38年５月 10日に

被保険者資格を喪失している者が申立人を除き６名確認できるが、Ｂ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる者は申立人のみであ

る上、所在の確認できた２名からも、当時の勤務実態について供述を得る

ことができない。 

   さらに、Ａ社の元事業主は、｢当時の関係資料は無い。｣と供述しており、

Ｂ社の元事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間における

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年４月１日から 28年５月１日まで 

             ② 昭和 32年５月１日から 33年３月１日まで 

             ③ 昭和 41年 10月１日から 42年６月１日まで 

    私は、Ａ社では、Ｂ（作業）していた。Ｃ社では、Ｄ（職種）をして

いた。また、Ｅ社では、Ｆ（職種）をしていた。これらの期間の厚生年

金保険の被保険者記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が氏名を挙げた元同僚 16 人のうち、

８人はＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間

①に被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立人が

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚 16 人のうち、５人は申立期間

①の２か月から 16 か月後に被保険者資格を取得しているところ、申立

人はこれら５人を資格取得前から知っていると供述していることから、

Ａ社では、従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いをし

ていなかったことがうかがえる。 

    また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業

主の所在が不明であることから、申立期間①当時の厚生年金保険料の控

除について確認できない。 

    さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



  ２ 申立期間②については、申立人が氏名を挙げた元同僚６人がＣ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されていることから、申立

人がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立人のことを覚えている元同僚は、申立人がＣ社で勤務し

ていた期間について記憶しておらず、Ｃ社では、従業員を入社と同時に

厚生年金保険に加入させていたかは不明であると供述している。 

    また、申立人が氏名を挙げた元同僚には、Ｃ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、申立期間②の１年後に資格取得している

者が確認できるところ、申立人は元同僚を資格取得前から知っていると

供述していることから、Ｃ社では、従業員を入社後すぐに厚生年金保険

に加入させる取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

    さらに、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事

業主の所在が不明であることから、申立期間②当時の保険料の控除につ

いて確認できない。 

    加えて、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間②に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人が氏名を挙げた元同僚は、Ｅ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間③に被保険者資格

を取得していることが確認できることから、申立人がＥ社に勤務してい

たことは推認できる。 

    しかし、昭和 42 年１月ごろに入社したとしている元同僚は、被保険

者名簿において同年４月３日に資格を取得していることが確認できるこ

とから、Ｅ社では、従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取

扱いをしていなかったことがうかがえる。 

    また、Ｅ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業

主の所在が不明であることから、申立期間③当時の保険料の控除につい

て確認できない。 

    さらに、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間③に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。



千葉厚生年金 事案 2681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年４月４日から同年 10月１日まで 

             ② 昭和 50年 10月１日から 52年３月３日まで 

             ③ 昭和 59年４月から 62年 12月まで 

    私は、Ａ社に昭和 49年４月４日から 52年３月３日まで正社員として

勤務したが、厚生年金保険の加入記録は 49年 10月１日から 50年 10月

１日までの１年間しか記録されておらず、また、Ｂ社Ｃ事業所に、59

年４月から 62年 12月まで勤務したが、厚生年金保険の加入記録が無い

ため、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ社から提出された社員名簿及び退職願の写

しから、申立人は昭和 49 年 10 月１日に採用され、50 年９月 30 日に退

職したことが確認できる上、当該事業所は、「49 年 10 月から 50 年９

月までの厚生年金保険料を納付した。」と回答している。 

    しかし、申立期間①については、申立人の勤務実態が確認できない。 

    また、申立期間②については、元同僚の証言から、勤務期間は特定で

きないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立人の雇用保険の加入記録は、厚生年金保険の記録と符合

している上、当該事業所から提出された失業保険被保険者資格取得確認

通知書の写しから、申立人が昭和 49年 10月１日に雇用保険の被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

    また、申立人は、Ａ社において新たな厚生年金保険被保険者証記号番

号の払出しを受けているところ、厚生年金保険被保険者証記号番号払出

簿から、当該事業所において、申立人が 49年 10月１日に厚生年金保険



の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間①及び②における保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間③については、複数の元同僚の証言から、勤務期間は特定で

きないものの、申立人がＢ社Ｃ事業所でパートとして勤務していたこと

は推認できる。 

    しかし、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、申立期間③当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間③のうち昭和

59 年４月から 61 年３月までは、国民年金に任意未加入であり、同年４

月１日の第３号被保険者制度発足に伴い、同日から 62年 12月までは国

民年金の第３号被保険者となっていることから、被扶養配偶者であるこ

とが確認できる。 

    さらに、Ｂ社Ｃ事業所に係る厚生年金保険被保険者原票及びオンライ

ン記録において申立期間③に申立人の氏名は無く、被保険者の整理番号

に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。



千葉厚生年金 事案 2682 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年４月４日から 38年９月１日まで 

             ② 昭和 52年 12月１日から 57年 11月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた当時の先輩３人から依頼されて、昭和 35

年４月から 38 年の８月まではＢ社でＣ（業種）に従事した。52 年 12

月から 57年 10月まではＤ社（現在は、Ｅ社）に勤務し、当初はＦ（作

業）に従事し、後にＧ（職種）として勤務した。どちらの期間も厚生年

金保険に加入していたので年金記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人が一緒に働いてくれるように依頼したとされる元同僚３

人の氏名が確認できることから、申立人が同社で勤務していたことは推

認できる。 

    しかし、申立人がＢ社で一緒に仕事をしたとして氏名を挙げた元同僚

のうち４人は、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて氏名が確認できない。 

    また、Ｂ社は既に解散し、事業主の所在が不明であることから、申立

期間①当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立期間①における保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、複数の元同僚の証言から、勤務期間は特定で



きないものの、申立人がＤ社で勤務していたことは推認できる。 

    しかし、元事業主は、「申立人は請負で仕事をしていて厚生年金保険

には加入していなかったと思う。」と回答している。 

    また、Ｅ社は、｢申立期間②当時の資料は残っていない。｣と回答して

いることから、申立期間②当時の保険料の控除について確認できない。 

    さらに、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 2683 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年 12月 29日から 33年１月４日まで 

             ② 昭和 34年４月１日から同年６月１日まで 

    私は、Ａ省（現在は、Ｂ省）に非常勤職員として昭和 32 年５月に採

用されてから 34 年５月まで契約を更新し継続勤務した。予算上の問題

で、勤務先はＡ省Ｃ局Ｄ課及びＡ省Ｅ局を交互に変更され、給与はそれ

ぞれから支払われているが、勤務場所及び業務は同一であった。申立期

間の厚生年金保険被保険者の記録が無いため調査して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、元同僚が、｢昭和 32年５月ごろから約２年間、

非常勤職員として一緒に仕事をした。｣と供述していることから、申立

人がＡ省に非常勤職員として勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立期間①において、申立人と同じ非常勤職員で仕事をして

いた複数の元同僚には、申立人と同様、Ａ省Ｃ局Ｄ課及びＡ省Ｅ局の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間①における厚生年金

保険の被保険者記録が無い。 

    また、Ｂ省は、｢申立期間①当時の人事記録、賃金台帳、非常勤人事

規程等は保存していない。｣と回答していることから、申立期間①当時

の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    さらに、Ａ省Ｃ局Ｄ課及びＡ省Ｅ局の健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿において、申立期間①に申立人の氏名は無く、健康保険の

整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立期間①における保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

  ２ 申立期間②については、Ａ省Ｃ局Ｄ課及びＡ省Ｅ局に勤務した元同僚

は、｢仕事は昭和 34 年３月 31 日で終了し、チームは解散になり、その

後、私は同年４月以降、Ａ省に任官した。｣と供述しているところ、同

元同僚には申立期間②に国家公務員共済年金に加入していることが確認

できる。 

    また、Ｂ省は、申立期間②当時の人事記録、賃金台帳、非常勤人事規

程等は保存していないと回答していることから、申立期間②当時の保険

料の控除について確認できない。 

    さらに、Ａ省Ｃ局Ｄ課及びＡ省Ｅ局の健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿において、申立期間②に申立人の氏名は無く、健康保険の

整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立期間②における保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 56年２月まで 

    私は、昭和 55年４月から 56年２月までＡ社に勤務したが、その間の

厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているが、給与振込の証拠となる

預金通帳もあるので、厚生年金保険の被保険者記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳によると、Ａ社から振込みの確認ができ

ることから、申立期間に申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主は、「当時の雇用形態として、マネキン紹介所からの紹

介により雇用することが多かった。この雇用形態の場合、雇用保険、厚生

年金保険に加入せず、給与は、マネキン紹介所に支払う手数料を控除して

直接本人に振込みしていた。」と供述しているところ、申立人は「Ｂ事業

所で仲介してもらいＡ社で勤務した。」と供述しているが、オンライン記

録により、Ｂ事業所は適用事業所として確認できない。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚４人のうち３人は、当該事業所の厚

生年金保険被保険者名簿において氏名が確認できない上、他の元同僚は氏

名を確認できるものの、「申立人のことは覚えていない。」と供述してお

り、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

   さらに、事業主は、申立期間当時の書類を廃棄しており、賃金台帳、源

泉徴収票等の所在は不明であることから、申立期間当時の厚生年金保険料

の控除について確認できない。 

   加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2685 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 11月 16日から 39年 10月 31日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた昭和 35年 11月 16日から 39年 10月 31日

までの期間について脱退手当金の請求手続をした覚えはなく、脱退手当

金を受給していないので記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記載されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

１か月後の昭和 39年 12月１日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人が勤務していたＡ社の厚生年金保険被保険者名簿において

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39 年 10 月 31 日の

前後２年以内に資格を喪失し、退職時に脱退手当金の受給資格を有してい

た 14 人の脱退手当金の支給記録を確認したところ、12 人に支給記録が確

認できる上、いずれも脱退手当金の支給決定が資格喪失後５か月以内にさ

れていることから、事業主が代理請求を行った可能性が高いものと考えら

れる。 

   さらに、申立人は昭和 43 年３月ごろに国民年金の加入手続を行い、42

年８月１日にさかのぼって国民年金被保険者資格を強制で取得し、国民年

金保険料を納付していることが確認できることから、申立人は、脱退手当

金の支給決定時点では国民年金に加入しておらず、年金加入期間をつなげ

ようとの考えは持っていなかったことがうかがわれる。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2686 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年 11月１日から 36年９月 30日まで 

    私は、Ａ社で勤務した申立期間が脱退手当金支給済となっているが、

当時、Ｂ（職種）として勤務しており、脱退手当金制度については知ら

なかったことから、受給していないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当

金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、支

給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か

月後の昭和 36 年 12 月 19 日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 39年１月５日まで 

    私は、昭和 37 年 10 月から 39 年９月末までＡ事業所が経営するＢ事

業所及びＣ事業所にＤ（職種）として勤務したが、37 年 10 月から 39

年１月５日まで、厚生年金の加入記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間中の昭和 38 年３月のＡ事業所が経営す

るＢ事業所又はＣ事業所の写真により、勤務期間は特定できないものの、

申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、昭和 36 年８月ごろから 38 年 12 月ごろまでＡ事業所に勤務し

た元同僚は、「厚生年金保険の加入は、37 年５月に申し入れ、資格を取

得した。」と供述しており、勤務を開始した日と厚生年金保険の資格取得

日が一致しない上、申立人が当時の同僚として氏名を挙げた３名のうち１

名は、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、氏名

が確認できない。 

   また、上記名簿により、申立期間に被保険者として氏名が確認でき、住

所が判明した元同僚４名に照会したところ回答のあった元同僚２名は、い

ずれも申立人を覚えていない。 

   さらに当該事業所は、「申立期間当時の資料は無い。」と回答しており、

申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立期間における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年２月 20 日から 49 年３月１日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 57年４月１日から 60年１月１

日までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年２月 20日から 49年３月１日まで 

             ② 昭和 57年４月１日から 60年１月１日まで 

    私は、昭和 44 年７月にＡ社（その後、Ｂ社）に入社し、途中からＣ

社に転籍しているが、53 年４月まで一貫して「Ｄ事業所」に勤務して

いたのに、申立期間①について、厚生年金保険の被保険者期間とは認め

られないと社会保険事務所（当時）から回答を受けた。 

    また、昭和 54 年６月にＣ社に再度入社して以降、上記の「Ｄ事業

所」で店長をしており、57 年４月からの標準報酬月額がそれ以前と同

じ 28 万円となるべきところ、実際の報酬とは異なる標準報酬月額の回

答を社会保険事務所から受けた。 

    申立期間①及び②の年金記録に納得できないので、調査をお願いした

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は昭和 44 年７月にＡ社に入社し、途

中からＣ社に転籍したと主張しているところ、Ｃ社の総務及び経理等を

管理していたＡ社及びＥ社の担当社員の供述から、申立人が申立期間①

においてＣ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、オンライン記録では、Ｃ社は平成２年６月１日に厚生年金保



険の適用事業所になっており、申立期間①当時は適用事業所になってい

ないことが確認できる。 

    また、当時の総務担当者は、死亡又は証言を得られる状況にないこと

から、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

    さらに、申立人は、Ａ社入社直後の昭和 44 年７月ごろに、同社名の

健康保険被保険者証を受け取ったと述べているところ、健康保険厚生年

金保険被保険者名簿では、資格喪失届の受付日が 45年２月 26日と記載

され、申立人の健康保険被保険者証が社会保険事務所（当時）へ返却さ

れていることが確認できる。 

    加えて、申立人は昭和 49 年３月１日にＡ社で厚生年金保険の被保険

者資格を再取得しているが、そのときの厚生年金保険被保険者手帳記号

番号は、44 年７月７日に同社で最初に取得したときの記号番号と異な

っていることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、当時厚生年金保険の適用事業所で

はないＣ社（「Ｄ事業所」を経営）に在籍し、当該事業所の総務、経理

等を管理するＥ社において厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、

申立人は、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 55 年８月から

一貫して 28 万円のはずであると主張しているところ、Ｅ社の申立人に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認しても、標準報酬月額が

遡及
そきゅう

して訂正された形跡は認められない。 

    また、Ｅ社でＣ社の総務、経理等を担当していた社員から、申立期間

②当時における申立人の標準報酬月額に関しては具体的な供述を得るこ

とができない上、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に

基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間②において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。



千葉厚生年金 事案 2689 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年１月から 34年 12月まで 

             ② 昭和 35年１月から 42年 12月まで 

    私は農業を営んでいたが、毎年７か月間は農閑期であることから、昭

和 28 年１月から 34 年 12 月までの期間はＡ社（現在は、Ｂ社）に、35

年１月から 42年 12月までの期間はＣ社Ｄ工場に季節工として２交代で

勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が記憶していた元同僚の供述から、申

立人がＡ社Ｅ出張所に２交代勤務の時期に勤務していたことは推認でき

る。 

    しかし、Ａ社Ｅ出張所の初代所長及び元労務担当者は、Ｆ社Ｇ事業所

の本格的な稼働に合わせて昭和 33 年６月にＡ社Ｅ出張所を開設したと

供述しており、同労務担当者は、忙しいときに日雇い労働者を採用した

が厚生年金保険に加入させておらず、夏期及び冬期の期間工の採用は

39 年の秋以降であると供述しており、同社の元事務担当者は、事業所

開設当初は日勤で、２交代勤務になったのは 34 年２月以降であると供

述している。 

    また、オンライン記録では、Ａ社Ｅ出張所は、昭和 33年 12月５日に

厚生年金保険の適用事業所になっており、それ以前は適用事業所ではな

いことが確認できる。 

    さらに、上記元同僚から、申立人が期間工（季節工）として勤務して

いたことの供述を得ることができたが、その期間について厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる供述は得る

ことができない上、当該元同僚に昭和 36 年４月以前に厚生年金保険の

被保険者期間は確認できない。 

    加えて、申立人に対し、現在まで厚生年金保険被保険者手帳記号番号

が払い出された記録は見当たらない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺資料は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、雇用保険の加入記録から、申立人がＣ社Ｄ工

場において、昭和 41 年 12 月２日から 42 年３月３日までの期間及び同

年６月 22日から同年８月 12日までの期間に在籍していたことは確認で

きる。 

    しかし、Ｃ社は、当時の退職者名簿及び季節工名簿のいずれにも申立

人の氏名は見当たらないと回答しているため、上記の雇用保険の加入記

録がある期間以外についての在籍は確認できない。 

    また、Ｈ社（Ｃ社が 100パーセントの出資）のホームページでは、昭

和 37 年にＩ工場から装置を移転しＩ工場Ｄ分工場が発足し、38 年にＩ

工場から分離独立し、Ｄ工場が発足したことが確認できる上、オンライ

ン記録では、Ｃ社Ｄ工場は 37 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所

になっており、それ以前は適用事業所でないことが確認できる。 

    さらに、Ｃ社Ｄ工場の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、

資格取得日が申立人の雇用保険の資格取得日と同日である昭和 41 年 12

月２日及び 42 年６月 22 日の前後 10 名ずつを調査したところ、申立人

の氏名は確認できない。 

    加えて、申立人に対し、現在まで厚生年金保険被保険者手帳記号番号

が払い出された記録は見当たらない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺資料は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2690 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月１日から同年６月１日まで 

    私は、平成５年２月１日から同年７月 26 日まで、Ａ市にあったＢ社

の社員として、Ｃ市に在ったＤ事業所に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたはずであり、申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「平成５年２月１日から同年７月 26 日まで、Ａ市にあった

Ｂ社の社員として、Ｃ市に在ったＤ事業所に勤務していた。」と主張して

いるところ、ⅰ）申立期間当時、Ｂ社において事務長の職に在り、社員の

雇用事務を担当していた元同僚は、「平成５年２月初旬に申立人を採用し、

Ｄ事業所に配置した。」と供述していること、ⅱ）申立人が申立期間当時

の同僚について具体的に記憶していること、ⅲ）申立人の挙げた元同僚は、

｢Ｂ社は平成５年５月 1 日の新規事業所の開業を控え、同事業所に配置す

る人を募集していた。申立人は、その要員として同年２月ごろからＤ事業

所に勤務していた。」と供述していることから、申立人が申立期間におい

て、Ｂ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、雇用事務を担当していた元社員は、「当時、Ｂ社では、

社員の出入りが激しかったため、採用後、おおむね３か月の試用期間を経

た後、定着ぶり等を判断し厚生年金保険に加入させていた。」と供述して

おり、上記元同僚も、「平成４年 12 月１日に当該事業所に採用された際、

担当者から３か月の試用期間経過後に厚生年金保険の加入手続を行うと言

われた。」と供述している。 

   また、申立人が入社日及び退職日が同一であるとして挙げた元同僚には、

当該事業所における厚生年金保険被保険者の加入記録が無い上、申立人と



同日に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得している二

人は、「実際の勤務開始日は、平成５年４月である。資格取得日前に厚生

年金保険に加入し厚生年金保険料が控除されていたという記憶は無い。」

と供述している。 

   さらに、当該事業所における申立人の雇用保険の加入記録は無い上、元

事業主は、「厚生年金保険の資格取得の届出を行ったか、保険料を納付し

たかについては、当時の関連資料が保存されていないため不明である。」

と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2691 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年８月１日から３年６月１日まで 

             ② 平成３年８月５日から４年 10月１日まで 

    私の年金記録を確認したところ、Ａ事業所に勤務した期間のうち、平

成２年８月から３年５月までの標準報酬月額が、それまでの 28 万円か

ら 18 万円となっていた。10 万円も減額となった記憶は無いので調査願

いたい。また、Ｂ事業所に勤務していた期間のうち、３年８月から４年

９月までの標準報酬月額が 20 万円となっているが、当時は残業も多く、

20万円の記録には納得できないので調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間の標準報酬月額が実際に支払われていた報酬月額

より低額で記録されている。」と主張しているところ、申立期間①につい

て、Ａ事業所は、「申立人は、平成２年５月の婚姻により住宅手当及び家

族手当が不支給となり、また、妊娠、切迫流産により夜勤業務に従事しな

かったことにより、固定的賃金及び変動賃金が減少したため月額変更届を

提出し、同年８月から標準報酬月額が 18万円となった。また、出産後、通

常業務に戻ったが固定的賃金の変動は３年３月の昇給まで無く、同年６月

に月額変更届を提出し、26 万円に変更となった。」と回答しており、申立

期間①当時、申立人が当該事業所に提出した休暇届及び診断書並びに申立

人に係る被保険者標準報酬改定通知書（２年８月及び３年６月）により、

当該事業所の回答が事実に即したものと判断できる。 

   申立期間②については、オンライン記録によると、申立人のＢ事業所に

おける平成３年８月５日厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬月額



が、約１年後の４年７月 28日に 24万円から 20万円に遡及
そきゅう

して訂正されて

いることが確認できる。 

   しかしながら、当該事業所は、当該訂正処理について、「申立期間②当

時の賃金台帳は保存していないが、社会保険事務所（当時）の監査により

訂正を行ったと思われる。」と回答しており、当該事業所に係る健康保険

厚生年金保険被保険者資格取得時報酬訂正確認および標準報酬決定通知書

には「Ｃ社会保険事務所、４・７・15、調査官」の押印が確認できるとと

もに、同通知書の標準報酬月額は、訂正後の 20万円で決定されている。 

   また、Ｃ年金事務所は、「当該押印は、当該事業所に対する社会保険調

査官による総合調査、あるいは算定基礎届時の調査によるものと考えられ、

当該調査は、事業所から出勤簿、賃金台帳等の提出を求め資格取得時等の

標準報酬月額に誤りがないか確認を行うものである。」と回答しているこ

とから、当時、申立人の賃金台帳等を確認した上で資格取得時の標準報酬

月額の記録訂正を行ったものであり、事実に即したものと判断できる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①及び②についてその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。



千葉厚生年金 事案 2692 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 11月１日から 33年４月７日まで 

             ② 昭和 33 年８月 20 日から 37 年 11 月 17 日まで 

    私は、Ａ社及びＢ社（現在は、Ｃ社）での厚生年金保険の加入期間に

係る脱退手当金を、昭和 38年３月 27日に支給されていると社会保険事

務所（当時）で説明を受けた。平成 21 年夏に帰郷した際、Ｂ社の申立

期間当時の事務担当者に再会し、脱退手当金の話をしたところ、事業所

で脱退手当金の請求手続は行っていなかったと言われた。また、Ｂ社を

退職した直後に結婚し、実家から新居に引っ越したので、脱退手当金を

請求する時間は無かったし、受給した記憶も無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②に係るＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄

には、「脱退手当金」と押印されており、Ｄ社会保険事務所（当時）が保

管していた申立人に係る「脱退手当金裁定請求書」及び「脱退手当金支給

決定伺」には受付印、支給額、支給年月日等が記載されていることから、

申立人に脱退手当金が支給されたことが確認できる。 

   また、申立期間①及び②に係る当該脱退手当金裁定請求書には請求者の

氏名及び住所地の一部にゴム印が使用されており、申立人と同時期に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失した元同僚５人の脱退手当金請求書にも、

同様にゴム印の使用が確認できることを踏まえると、申立人の委任に基づ

き事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、当該脱退手当金裁定請求書の住所欄には、住所のゴム印のほか

当該事業所の当時の事務担当者名に「様方」が付けられ手書きで記載され

ていることが確認できる。 



   加えて、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2693 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年９月１日から同年 11月 19日まで 

    私は、昭和 25年９月から 26年１月まで、父がＡ（職種）をしていた

Ｂ氏所有のＣ丸に乗船し、漁に従事していたが、船員保険の被保険者資

格取得日は 25 年 11 月 19 日と記録されている。父や元同僚の資格取得

日は、同年９月１日と記録されているので、私の記録も訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言から、申立人が申立期間において、Ｂ氏の所有する

Ｃ丸に乗船していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記元同僚から船員保険に関する証言を得ることができ

ないことから、Ｃ丸に係る船員保険被保険者名簿により、申立人と資格取

得日が同日であると確認できる元同僚に照会したが、「自分が乗船したと

きのことも 50 年以上前なので覚えていない。」と供述しており、当時の

加入状況について確認することができない。 

   また、当該船舶所有者は既に亡くなっており、申立人の船員保険の適用

状況について証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2694 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年７月 24日から 33年２月ごろまで 

    私は、Ａ社に勤務していたときに、Ｂ社に誘われて入社し、Ｃ区から

Ｄ県のＥまで通勤していたが、途中で会社にアパートを借りてもらい、

昭和 33 年２月ごろまで働いていたはずであり、その間の厚生年金保険

の加入記録が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の供述及び申立人がＢ社を辞めた理由の供述内容から、申立人が

当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、当該事業所は昭和 33 年２月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、それ以前は適用事業所でないことが

確認できる。 

   また、上記元同僚も、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、厚生年金保険被保険者の加入記録が無い上、厚生年金保険

の加入状況について具体的な証言を得ることはできない。 

   さらに、事業主は、「申立人の在籍については不明である。」と回答し

ている上、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2695 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 11月 16日から 53年 12月 21日まで 

    私は、昭和 51 年 11 月 15 日から約２年間、Ａ社Ｂ部に勤務していた

のに、入社した翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことにな

っていることは納得できない。申立期間について調査して、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 51 年 11 月 15 日から約２年間、Ａ社Ｂ部に勤務して

いた。｣と主張している。 

   しかしながら、Ａ社は、「申立人の申立期間における在籍は確認できな

い。」と回答しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、当該事業所が加入しているＣ健康保険組合に照会したところ、

「申立人の申立期間における健康保険の加入記録は無い。」と回答してい

る。 

   さらに、申立人は元同僚として二人の氏名を挙げているが、当該事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において当該元同僚の厚生年金

保険の加入記録を確認することはできない。 

   加えて、オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険被保険者の資

格記録は雇用保険の加入記録と符合している上、申立人は昭和 49年 12月

11 日に国民年金に任意加入し、申立期間を含む同年 12 月から 56 年５月

までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2696 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月から同年 11月１日まで 

    私は、昭和 30 年３月にＡ社（現在は、Ｂ社）本社の募集を見て応募

し、採用された。勤務地はＣ営業所であったが、本社で厚生年金保険に

加入していたはずであり、厚生年金保険の被保険者記録が無いことは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、申立期間当時の健康保険厚生年金保険の被保険者資格取得届及

び喪失届の控えを保存しており、｢各届の控えについて申立期間の前後５

年間にわたり確認したが、申立人に係る届出は無い。｣と回答しており、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況について確認することが

できない。 

   また、当該事業所は、「保存している申立期間当時の社員名簿に申立人

の氏名は無く、在籍していたか否かは不明である。｣と回答している上、

申立人とほぼ同時期に入社した 10 人の元同僚に申立人の勤務実態等につ

いて照会したところ、そのうち４人から回答があり、いずれも「申立人の

ことは記憶に無い。」と回答している。 

   さらに、当該事業所における健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て申立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2697 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年 12月１日から 23年４月１日まで 

             ② 昭和 24年２月 28日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 26年３月３日から同年７月１日まで 

             ④ 昭和 28年 12月１日から 30年５月まで 

    私は、昭和 21 年 12 月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、30 年５月

ごろに退職するまでの間、同じ社長が経営する関連会社であるＣ社（現

在は、Ｄ社）及びＡ社Ｅ工場（現在は、Ｂ社）に数回異動になったこと

はあるが、途中で一度も退職した覚えはないので、申立期間の厚生年金

保険の被保険者記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 21 年 12 月にＡ社に入社し、30 年５月ごろに退職す

るまでの間、関連会社であるＣ社及びＡ社Ｅ工場に継続して勤務してい

た。」と主張している。 

   しかし、申立人は、申立期間②及び③について勤務した事業所名を特定

していない上、Ｂ社及び複数の元同僚の証言から申立人が異動した時期に

ついて具体的な証言を得ることができない。 

   また、Ｂ社及びＤ社の事業主は、「申立期間当時の資料は一切残ってい

ないため、厚生年金保険の資格取得及び喪失の届出並びに厚生年金保険料

の納付の有無、給与から保険料を控除していたか否かについては、いずれ

も不明である。」と回答しており、申立期間における申立人の勤務実態及

び保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、申立期間①については、健康保険厚生年金保険適用事業所索引

簿によると、Ａ社は昭和 23 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所とな



っており、申立期間①は適用事業所となる前の期間である上、申立期間②、

③及び④については、複数の元同僚に申立人の勤務実態等について照会し

たところ、申立人の入退社及び異動の時期を明確に記憶している者はおら

ず、申立人の各事業所における勤務実態等について具体的な証言を得るこ

とはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2698 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、Ａ共済組合員として申立期間に係る掛金

をＢ団体により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 47年３月まで 

    私は、Ｃ事業所（現在は、Ｄ事業所）に昭和 46年６月から 47年３月

まで勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が空白となっているので、

調査して記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言及び健康保険被保険者原票から、勤務期間は特定で

きないものの、申立人がＣ事業所に勤務していたことは推認できる。 

   また、当該事業所は、昭和 48年４月に 10組合と合併しＥ事業所を設立

した後、解散し、Ｅ事業所は、平成７年３月に２組合と合併し、Ｄ事業所

を設立して現在に至っており、Ａ共済組合から提出された同共済組合の組

合員に係る「Ｃ事業所喪失・転出組合員一覧」（以下「組合員一覧」とい

う。）により、当該事業所は申立人の申立期間において同共済組合の加入

団体であったことは確認できる。 

   しかしながら、Ｄ事業所は、「Ｃ事業所の職員に関する書類は保存され

ておらず、申立人の勤務実態及びＡ共済組合の加入状況は不明である。」

と回答している。 

   また、組合員一覧により、申立期間において同共済組合の加入記録があ

る者のうち、所在の判明した８人の元同僚に照会を行い、そのうち回答の

あった５人は、「Ａ共済組合への加入については、職員として採用されて

から２か月から６か月後であった。」と回答している。 

   さらに、健康保険被保険者原票から申立人は申立期間のうち昭和 47 年

２月１日から同年２月 24 日までの期間、健康保険の被保険者であったこ

とが確認できるところ、組合員一覧から申立期間において同共済組合の加



入記録がある元同僚９人について健康保険被保険者原票に記載された健康

保険の資格取得日と同共済組合の資格取得日とを比較したが、健康保険の

資格を取得した同日に同共済組合の資格を取得した者が４人、健康保険の

資格取得日より１か月から 10 か月の期間経過後に同共済組合の資格を取

得している者が５人いることから、Ｃ事業所における同共済組合の加入時

期については、従業員ごとに異なる取扱いをしていたものと推認される。 

   加えて、組合員一覧において、申立期間の前後を通じて申立人の氏名は

無く、資格取得順に付番される組合員の個人番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における同共済組合の掛金の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人がＡ共済組合員として、申立期間に係る掛金をＢ団体により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2699 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年 11月１日から 55年１月８日まで 

             ② 昭和 59年６月 30日から 60年２月 25日まで 

    私は、昭和 54年 11月１日にＡ社に入社し、途中転勤はあったが、60

年２月 24 日まで継続勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加

入記録が、55 年１月８日から 59 年６月 30 日までしかないことは納得

できない。調査して加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、「昭和 54年 11月１日にＡ社に入社

したときから厚生年金保険料が給与から控除されていた。」と主張してい

る。 

   しかし、申立人より１か月又は２か月前に入社した元同僚及び同期入社

の元同僚の当該事業所における厚生年金保険の資格取得日は、申立人の資

格取得日と１日違いの昭和 55 年１月７日となっている上、事業主及び複

数の元同僚が、「当該事業所では、入社後しばらくの期間は試用期間があ

り、その後に厚生年金保険に加入したと思う。」と供述している。 

   これらのことから判断すると、当該事業所では入社後一定期間経過後に、

まとめて厚生年金保険に加入させていた可能性がうかがえる。 

   このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②については、昭和 59 年６月時点において当該事業所の厚生

年金保険の被保険者であった 50 名のうち、13 名が同年６月で当該事業所

に係る厚生年金保険の資格を喪失しており、申立人と同様に同年６月 30

日で資格を喪失している複数の元同僚は、「申立期間②当時、当該事業所



の経営がうまくいかなくなったため、各地の事業所を閉鎖統合する事業縮

小のため、人員整理があった。」と証言している。 

   また、昭和 59年６月 30日付けで資格を喪失した複数の元同僚は、「当

該事業所における厚生年金保険の資格を喪失した後、当該事業所から商品

供給を受け、個人事業主として、従前と同様に仕事を継続していた。」と

証言している。 

   加えて、申立期間当時の元事業主は、「既に事業所は廃止し、清算も終

了している。当時の総務担当者は死亡している上、関連書類は保存されて

おらず、質問には回答できない。ただ、明確ではないが、申立人は他の社

員と２名で独立した可能性はある。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年４月 29日から同年５月１日まで 

    私は、平成 17 年６月１日から 18 年７月 10 日まで、Ａ社Ｂ本部にパ

ートタイマーとして勤務した。同年５月１日付けで夫の被扶養者となり、

厚生年金保険被保険者資格の喪失手続をしてもらったが、資格喪失日が

同年４月 29 日になっているので、調査して資格喪失日を同年５月１日

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ本部から提出された人事記録及び雇用保険の加入記録により、申

立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、当該事業所から提出された、申立人と当該事業所が締結

したパート労働契約書によれば、当初、申立人は平成 17 年６月１日付け

で１週間の労働時間を 30時間とする契約を締結し、その後、18年４月 28

日付けで同労働時間を 18 時間とする契約を締結していることが確認でき

る上、当該事業所は、短時間就労者の社会保険の加入要件については、常

勤者の所定労働日数及び所定労働時間のおおむね４分の３以上であること

を基本とし、具体的には１週間の労働時間が 30 時間以上の者とする等の

規程（パート及びアルバイトの社会保険・雇用保険加入基準）を定めてい

るところ、当該事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書によれば、契約変更に基づく労働時間の短縮により、申立人が

社会保険の加入要件を満たさなくなったとして、事業主は、18 年４月 29

日付けで申立人の厚生年金保険被保険者資格を喪失させる旨の届け出を社

会保険事務所（当時）に提出していることが確認できる。 

   また、当該事業所から提出された申立人に係る平成 18 年度の年間賃金



台帳の記載により、申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料が控

除されていないことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月 26日から 48年１月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 42 年４月に入社し、47 年 12 月 31 日まで勤務して

いたが、43 年５月 26 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したこと

になっている。同年４月ごろまではＢ区の工場に勤務し、その後Ｃ区の

工場に勤務場所が変わり、退職する２年ほど前に再びＢ区に移ったが、

仕事内容等には変更はなかった。 

    退社まで一貫して厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の証言から、申立人が申立期間当

時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主は、「申立期間当時、従業員の一部について順次、社会

保険は資格喪失させ、健康保険は国民健康保険組合に移行させており、申

立人もその１名だったと思われる。また、申立てどおりの届出を行ったと

までは言えず、申立期間に係る厚生年金保険料を納付したとまでも言えな

い。」と回答している。 

   また、申立人は同期入社として、元同僚２名の氏名を挙げているが、そ

のうち１名は当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て被保険者記録は確認できず、そのほかに、申立人が一緒に勤務していた

として氏名を挙げた元同僚３名のうち２名についても、上記被保険者名簿

に被保険者記録は確認できない。 

   さらに、当該事業所は昭和 47年 10月からＤ健康保険組合に編入してい

るが、同組合は、申立人の加入記録は確認できないと回答している。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 2702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月 18 日から 52 年５月 19 日まで 

    私は、Ａ事業所に昭和 49 年４月１日から 52 年５月 18 日までＢ（職

種）として継続して勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が 49 年

４月１日から 51 年５月 18 日までとされていることは納得できないので、

調査して記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の証言から、申立人が申立期間に

おいてＡ事業所に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると当該事業所は、昭和 51 年５月

18 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間は適用事

業所ではない上、現在の事業主は「当時の事業主は既に死亡しており、当

時の資料は保管していないため、申立期間に係る申立人の勤務実態や厚生

年金保険の加入状況等は不明である。」と供述しており、申立人の厚生年

金保険の適用状況のほか申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認することはできない。 

   また、事業主は申立期間当時、申立人を含む被保険者３人の健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所（当時）に届け出ており、

同届により、申立人は昭和 51 年５月 18 日に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失したことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


